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第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(5/6) 
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第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(6/6) 
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2.2 構造計画 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

2.5 記号の説明 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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3. 評価対象部位 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

4.2 荷重及び荷重の組合せ 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.3 許容限界 

(1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の許容限界は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配

慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件を第4.3-1表に，許容応力算

出結果を第4.3-2表にそれぞれ示す。 

  

第 4.3-1 表 弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件 

型式 評価対象部位 材 料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｕ
＊ 

(MPa) 

外ねじ取付型 
弁本体 SUS304L 

60 
452 

フロートガイド SUS304L 452 

フランジ取付型 
弁本体 SUS304 

100 
441 

フロートガイド SUS304 441 

注記 ＊：鉄鋼材料の設計応力強さを示す。 

 

第 4.3-2 表 弁本体及びフロートガイドの許容応力算出結果 

供用状態 型式 評価対象部位 

許容限界 

一次応力 

圧縮(MPa) 

Ｄ 

外ねじ取付型 

弁本体 271 

フロートガイド 271 

フランジ取付型 

弁本体 264 

フロートガイド 264 
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4.4 計算方法 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.5 計算条件 

 (1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の強度評価に用いる計算条件を第 4.5-1 表及び第 4.5-2 

表に示す。 

 

第 4.5-1 表 外ねじ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１   

(mm) 

SUS304L 6 275.0 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１ 

(mm) 

フロートガイドの 

材質 

フロートガイド

の 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

72.0 62.5 SUS304L 6.6 

 

フロートガイド

の 1 本当たりの

質量 

ｍ２ 

(kg) 

フロートガイド

の長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁体に作用する

評価に用いる受

圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

1 102.0 72.0 7.0 

 

  注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊ 

(mm) 

9.80665 1000 30400 
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第 4.5-2 表 フランジ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１   

(mm) 

SUS304 5 275.0 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１ 

(mm) 

フロートガイドの 

材質 

フロートガイドの 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

72.0 62.5 SUS304 6.6 

 

フロートガイドの

1 本当たりの質量 

ｍ２ 

(kg) 

フロートガイドの

長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁本体に作用する

評価に用いる受圧

面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイドに

作用する評価に用

いる受圧面の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

1 102.0 72.0 7.0 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊ 

(mm) 
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1 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算

の方針」に基づき，溢水防護設備のうち使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用

安全冷却水系冷却塔 B 基礎の床ドレン逆止弁が溢水による静水圧荷重に対し，止

水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するも

のである。 
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2 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

床ドレン逆止弁は，ドレンラインを介した溢水防護区画内への溢水伝播を防

止するものであり，配置計画を第 2.1-1 図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(1/3) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(2/3) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(3/3) 
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2.2 構造計画 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

2.5 記号の説明 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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3. 評価対象部位 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

4.2 荷重及び荷重の組合せ 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.3 許容限界 

(1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の許容限界は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配

慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

フロート式逆止弁の弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件を第

4.3-1表に，許容応力算出結果を第4.3-2表にそれぞれ示す。 

 

第 4.3-1 表 弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件 

型式 評価対象部位 材 料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｕ
＊ 

(MPa) 

フランジ取付型 
弁本体 SUS304 

100 
441 

フロートガイド SUS304 441 

注記 ＊：鉄鋼材料の設計応力強さを示す。 

 

第 4.3-2 表 弁本体及びフロートガイドの許容応力算出結果 

供用状態 型式 評価対象部位 

許容限界 

一次応力 

圧縮(MPa) 

Ｄ フランジ取付型 

弁本体 264 

フロートガイド 264 
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4.4 計算方法 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.5 計算条件 

 (1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の強度評価に用いる計算条件を第 4.5-1 表に示す。 

 

第 4.5-1 表 フランジ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１   

(mm) 

SUS304 5 275.0 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１ 

(mm) 

フロートガイドの 

材質 

フロートガイド

の 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

72.0 62.5 SUS304 6.6 

 

フロートガイド

の 1 本当たりの

質量 

ｍ２ 

(kg) 

フロートガイド

の長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁本体に作用す

る評価に用いる

受圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

1 102.0 72.0 7.0 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊ 

(mm) 

9.80665 1000 6600 

注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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5. 評価結果 

(1) 応力評価 

a. フロート式逆止弁 

弁本体，フロートガイドの応力評価結果を第5-1表に示す。発生応力が許

容応力以下であることから構造部材が構造健全性を有することを確認した。 

 

第 5-1 表 弁本体，フロートガイドの応力評価結果 

 評価対象部位 評価応力 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

フランジ取付型 

弁本体 圧 縮 1 264 

フロートガイド 圧 縮 1 264 

 

(2)  構造健全性評価 

a. フロート式逆止弁 

フロート及び取付部の構造健全性評価結果を第 5-2表に示す。発生応力が，

有意な変形及び著しい漏えいがないことを確認した水圧試験圧力以下であ

ることから，評価対象部位であるフロート及び取付部が構造健全性を有する

ことを確認した。 

 

第 5-2 表 フロート及び取付部の構造健全性評価結果 

評価対象部位 
発生応力 

(MPa) 

水圧試験の圧力 

(MPa) 

フロート 圧縮 
0.065 0.6 

取付部 引張 
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1 

1. 概要 

本資料は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算

の方針」に基づき，溢水防護設備のうち前処理建屋の床ドレン逆止弁が溢水によ

る静水圧荷重に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を

有することを確認するものである。 

47320
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2. 一般事項 

2.1 配置計画 

床ドレン逆止弁は，ドレンラインを介した溢水防護区画内への溢水伝播を防

止するものであり，配置計画を第 2.1-1 図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(1/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(2/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(3/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(4/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(5/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(6/6) 
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2.2 構造計画 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

2.5 記号の説明 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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3. 評価対象部位 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

4.2 荷重及び荷重の組合せ 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.3 許容限界 

(1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の許容限界は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配

慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件を第4.3-1表に，許容応力

算出結果を第4.3-2表にそれぞれ示す。 

  

第 4.3-1 表 弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件 

型式 評価対象部位 材 料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｕ
＊ 

(MPa) 

外ねじ取付型 
弁本体 

フロートガイド 

フランジ取付型 
弁本体 

フロートガイド 

注記 ＊：鉄鋼材料の設計応力強さを示す。 

 

第 4.3-2 表 弁本体及びフロートガイドの許容応力算出結果 

供用状態 型式 評価対象部位 

許容限界 

一次応力 

圧縮(MPa) 

Ｄ 

外ねじ取付型 

弁本体 

フロートガイド 

フランジ取付型 

弁本体 

フロートガイド 
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(2) ディスク式逆止弁 

ディスク式逆止弁の許容限界は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配

慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

弁本体の許容応力評価条件を第4.3-3表に，許容応力算出結果を第4.3-4表

にそれぞれ示す。 

 

第 4.3-3 表 弁本体の許容応力評価条件 

評価対象部位 材 料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｕ
＊ 

(MPa) 

弁本体 

注記 ＊：鉄鋼材料の設計応力強さを示す。 

 

第 4.3-4 表 弁本体の許容応力算出結果 

供用状態 評価対象部位 

許容限界 

一次応力 

引張(MPa) 

Ｄ 弁本体 
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4.4 計算方法 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.5 計算条件 

(1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の強度評価に用いる計算条件を第 4.5-1 表及び第 4.5-2 

表に示す。 

 

第 4.5-1 表 外ねじ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１  

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１    

(mm) 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１  

(mm) 

フロートガイド

の材質 

フロートガイド

の最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

 

フロートガイドの

1 本当たりの質量 

ｍ２  

(kg) 

フロートガイドの

長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁体に作用する

評価に用いる受

圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

 

注記 ＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊  

(mm) 

9.80665 1000 
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第 4.5-2 表 フランジ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１  

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１    

(mm) 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１  

(mm) 

フロートガイドの 

材質 

フロートガイド

の 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

 

フロートガイドの

1 本当たりの質量 

ｍ２  

(kg) 

フロートガイドの

長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁本体に作用する

評価に用いる受圧

面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊  

(mm) 

9.80665 1000 

注記 ＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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(2) ディスク式逆止弁 

ディスク式逆止弁の強度評価に用いる計算条件を第 4.5-3 表に示す。 

 

第 4.5-3 表 ディスク式逆止弁の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ  

(mm) 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の厚さ 

ｔ 

(mm) 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊  

(mm) 

9.80665 1000 

注記 ＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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5. 評価結果 

(1) 応力評価 

a. フロート式逆止弁 

弁本体，フロートガイドの応力評価結果を第5-1表に示す。発生応力が許容 

応力以下であることから構造部材が構造健全性を有することを確認した。 

 

第 5-1 表 弁本体及びフロートガイドの応力評価結果 

 評価対象部位 評価応力 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

外ねじ取付型 

弁本体 圧縮 

フロートガイド 圧縮 

フランジ取付型 

弁本体 圧縮 

フロートガイド 圧縮 

 

b.  ディスク式逆止弁 

弁本体の応力評価結果を第5-2表に示す。発生応力が許容応力以下である

ことから構造部材が構造健全性を有することを確認した。 

 

第 5-2 表 弁本体の応力評価結果 

評価対象部位 評価応力 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

弁本体 引張 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47337

■■■
836



 

19 

(2) 構造健全性評価 

a. フロート式逆止弁 

フロート及び取付部の構造健全性評価結果を第 5-3表に示す。発生応力が，

有意な変形及び著しい漏えいがないことを確認した水圧試験圧力以下であ

ることから，評価対象部位であるフロート及び取付部が構造健全性を有する

ことを確認した。 

 

第 5-3 表 フロート及び取付部の構造健全性評価結果 

評価対象部位 
発生応力 

(MPa) 

水圧試験の圧力 

(MPa) 

フロート 圧縮 

取付部 引張 

 

 

b. ディスク式逆止弁 

弁体の構造健全性評価結果を第 5-4 表に示す。発生応力が，有意な変形及 

び著しい漏えいがないことを確認した水圧試験圧力以下であることから，評 

価部位である弁体が構造健全性を有することを確認した。 

 

第 5-4 表 弁体の構造健全性評価結果 

評価対象部位 
発生応力 

(MPa) 

水圧試験の圧力 

(MPa) 

弁体 圧縮 

 

 

 

 

 

 

47338

■■■
837



令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

別紙４－13－４ 
 

 

 

床ドレン逆止弁の強度計算書 
（分離建屋） 

  

838



i 

 

目 次 

ページ 

1. 概要 ····································································· 1 

 

2. 一般事項 ································································· 2 

2.1 配置計画 ······························································· 2 

2.2 構造計画 ······························································ 10 

2.3 評価方針 ······························································ 10 

2.4 準拠規格 ······························································ 10 

2.5 記号の説明 ···························································· 10 

 

3. 評価対象部位 ···························································· 11 

 

4. 構造強度評価 ···························································· 12 

4.1 構造強度評価方法 ······················································ 12 

4.2 荷重及び荷重の組合せ ·················································· 12 

4.3 許容限界 ······························································ 13 

4.4 計算方法 ······························································ 15 

4.5 計算条件 ······························································ 16 

 

5. 評価結果 ································································ 19 

 

47340

■■■
839



1 

1. 概要 

本資料は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算

の方針」に基づき，溢水防護設備のうち分離建屋の床ドレン逆止弁が溢水による

静水圧荷重に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有

することを確認するものである。 
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2. 一般事項 

2.1 配置計画 

床ドレン逆止弁は，ドレンラインを介した溢水防護区画内への溢水伝播を防

止するものであり，配置計画を第 2.1-1 図に示す。 
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3 

 

第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(1/7) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(2/7) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(3/7) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(4/7) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(5/7) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(6/7) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(7/7) 
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2.2 構造計画 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

2.5 記号の説明 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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3. 評価対象部位 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

4.2 荷重及び荷重の組合せ 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.3 許容限界 

(1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の許容限界は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配

慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件を第4.3-1表に，許容応力算

出結果を第4.3-2表にそれぞれ示す。 

 

第 4.3-1 表 弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件 

型式 評価対象部位 材 料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｕ
＊ 

(MPa) 

外ねじ取付型 
弁本体 

フロートガイド 

フランジ取付型 
弁本体 

フロートガイド 

注記 ＊：鉄鋼材料の設計応力強さを示す。 

 

第 4.3-2 表 弁本体及びフロートガイドの許容応力算出結果 

供用状態 型式 評価対象部位 

許容限界 

一次応力 

圧縮(MPa) 

Ｄ 

外ねじ取付型 

弁本体 

フロートガイド 

フランジ取付型 

弁本体 

フロートガイド 
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 (2) ディスク式逆止弁 

ディスク式逆止弁の許容限界は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配

慮が必要な施設の強度計算書作成の基本方針」に示す。 

弁本体の許容応力評価条件を第4.3-3表に，許容応力算出結果を第4.3-4表

にそれぞれ示す。 

 

第 4.3-3 表 弁本体の許容応力評価条件 

評価対象部位 材 料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｕ
＊ 

(MPa) 

弁本体 

注記 ＊：鉄鋼材料の設計応力強さを示す。 

 

第 4.3-4 表 弁本体の許容応力算出結果 

供用状態 評価対象部位 

許容限界 

一次応力 

引張(MPa) 

Ｄ 弁本体 
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4.4 計算方法 

4.4.1 荷重条件 

4.4.2 応力計算 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.5 計算条件 

 (1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の強度評価に用いる計算条件を第 4.5-1 表及び第 4.5-2

表に示す。 

 

第 4.5-1 表 外ねじ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１   

(mm) 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１ 

(mm) 

フロートガイドの

材質 

フロートガイド

の最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

 

フロートガイド

の 1 本当たりの

質量 

ｍ２ 

(kg) 

フロートガイド

の長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁体に作用する

評価に用いる受

圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

 

  注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊ 

(mm) 

9.80665 1000 
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第 4.5-2 表 フランジ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１   

(mm) 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１ 

(mm) 

フロートガイドの 

材質 

フロートガイドの 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

 

フロートガイドの

1 本当たりの質量 

ｍ２ 

(kg) 

フロートガイドの

長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁本体に作用する

評価に用いる受圧

面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイドに

作用する評価に用

いる受圧面の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊ 

(mm) 

9.80665 1000 

注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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 (2) ディスク式逆止弁 

ディスク式逆止弁の強度評価に用いる計算条件を第 4.5-3 表に示す。 

 

第 4.5-3 表 ディスク式逆止弁の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ 

(mm) 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の厚さ 

ｔ 

(mm) 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊ 

(mm) 

9.80665 1000 

注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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5. 評価結果 

(1) 応力評価 

a. フロート式逆止弁 

弁本体及びフロートガイドの応力評価結果を第5-1表に示す。発生応力が許容応

力以下であることから構造部材が構造健全性を有することを確認した。 

 

第 5-1 表 弁本体及びフロートガイドの応力評価結果 

 評価対象部位 評価応力 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

外ねじ取付型 

弁本体 圧 縮 

フロートガイド 圧 縮 

フランジ取付型 

弁本体 圧 縮 

フロートガイド 圧 縮 

 

b.  ディスク式逆止弁 

弁本体の応力評価結果を第5-2表に示す。発生応力が許容応力以下であることか

ら構造部材が構造健全性を有することを確認した。 

 

第 5-2 表 弁本体の応力評価結果 

評価対象部位 評価応力 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

弁本体 引張 
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(2)  構造健全性評価 

a. フロート式逆止弁 

フロート及び取付部の構造健全性評価結果を第 5-3 表に示す。発生応力が，有意

な変形及び著しい漏えいがないことを確認した水圧試験圧力以下であることから，

評価対象部位であるフロート及び取付部が構造健全性を有することを確認した。 

 

第 5-3 表 フロート及び取付部の構造健全性評価結果 

評価対象部位 
発生応力 

(MPa) 

水圧試験の圧力 

(MPa) 

フロート 圧縮 

取付部 引張 

 

 

b. ディスク式逆止弁 

弁体の構造健全性評価結果を第 5-4 表に示す。発生応力が，有意な変形及び著し

い漏えいがないことを確認した水圧試験圧力以下であることから，評価対象部位で

ある弁体が構造健全性を有することを確認した。 

 

第 5-4 表 弁体の構造健全性評価結果 

評価対象部位 
発生応力 

(MPa) 

水圧試験の圧力 

(MPa) 

弁体 圧縮 
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1 

1. 概要 

本資料は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

に基づき，溢水防護設備のうち精製建屋の床ドレン逆止弁が溢水による静水圧荷重に対

し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するもの

である。 
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2. 一般事項 

2.1 配置計画 

床ドレン逆止弁は，ドレンラインを介した溢水防護区画内への溢水伝播を防止する

ものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 

  

47364

■■■
863



 

3 

 

 

 

第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(1/9) 
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第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(2/9) 
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第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(3/9) 
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第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(4/9) 
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第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(5/9) 

  

47369

■■■
868



 

8 

 

 

 

第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(6/9) 
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第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(7/9) 
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第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(8/9) 
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第2.1-1図 配置計画(床ドレン逆止弁)(9/9) 
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2.2 構造計画 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

2.5 記号の説明 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 評価対象部位 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

4.2 荷重及び荷重の組合せ 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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4.3 許容限界 

(1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の許容限界は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要

な施設の強度計算の方針」に示す。 

弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件を第4.3-1表に，許容応力算出結果

を第4.3-2表にそれぞれ示す。 

 

第4.3-1表 弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件 

型式 評価対象部位 材 料 
温度条件 

(℃) 

Ｓ＊ 

(MPa) 

外ねじ取付型 
弁本体 

フロートガイド 

内ねじ取付型 
弁本体 

フロートガイド 

フランジ取付型 
弁本体 

フロートガイド 

注記 ＊：鉄鋼材料の設計応力強さを示す。 

 

第4.3-2表 弁本体及びフロートガイドの許容応力算出結果 

供用状態 型式 評価対象部位 

許容限界 

一次応力 

圧縮(MPa) 

Ｄ 

外ねじ取付型 

弁本体 

フロートガイド 

内ねじ取付型 

弁本体 

フロートガイド 

フランジ取付型 

弁本体 

フロートガイド 
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(2) ディスク式逆止弁 

ディスク式逆止弁の許容限界は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要

な施設の強度計算の方針」に示す。 

弁本体の許容応力評価条件を第4.3-3表に，許容応力算出結果を第4.3-4表にそれ

ぞれ示す。 

 

第4.3-3表 弁本体の許容応力評価条件 

評価対象部位 材 料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｕ
＊ 

(MPa) 

弁本体 

注記 ＊：鉄鋼材料の設計応力強さを示す。 

 

第4.3-4表 弁本体の許容応力算出結果 

供用状態 評価対象部位 

許容限界 

一次応力 

引張(MPa) 

Ｄ 弁本体 
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4.4 計算方法 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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4.5 計算条件 

(1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の強度評価に用いる計算条件を第4.5-1表から第4.5-3表に示す。 

 

第4.5-1表 外ねじ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１ 

(mm) 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１ 

(mm) 

フロートガイドの

材質 

フロートガイドの

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

 

フロートガイドの1

本当たりの 

質量 

ｍ２ 

(kg) 

フロートガイドの

長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁体に作用する評

価に用いる受圧面

の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイドに

作用する評価に用

いる受圧面の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

 

注記 ＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 

  

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊ 

(mm) 

9.80665 1000 
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第4.5-2表 内ねじ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１ 

(mm) 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１ 

(mm) 

フロートガイドの

材質 

フロートガイドの

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

 

フロートガイドの1

本当たりの 

質量 

ｍ２ 

(kg) 

フロートガイドの

長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁本体に作用する

評価に用いる受圧

面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイドに

作用する評価に用

いる受圧面の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊ 

(mm) 

9.80665 1000 

注記 ＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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第4.5-3表 フランジ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１ 

(mm) 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１ 

(mm) 

フロートガイドの

材質 

フロートガイドの

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

 

フロートガイドの1

本当たりの 

質量 

ｍ２ 

(kg) 

フロートガイドの

長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁本体に作用する

評価に用いる受圧

面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイドに

作用する評価に用

いる受圧面の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊ 

(mm) 

9.80665 1000 

注記 ＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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(2) ディスク式逆止弁 

ディスク式逆止弁の強度評価に用いる計算条件を第4.5-4表に示す。 

 

第4.5-4表 ディスク式逆止弁の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ 

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ 

(mm) 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の厚さ 

ｔ 

(mm) 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊ 

(mm) 

9.80665 1000 

注記 ＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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5. 評価結果 

(1) 応力評価 

a. フロート式逆止弁 

弁本体及びフロートガイドの応力評価結果を第5-1表に示す。発生応力が許容応力

以下であることから構造部材が構造健全性を有することを確認した。 

 

第5-1表 弁本体及びフロートガイドの応力評価結果 

 評価対象部位 評価応力 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

外ねじ取付型 

弁本体 圧 縮 

フロートガイド 圧 縮 

内ねじ取付型 

弁本体 圧 縮 

フロートガイド 圧 縮 

フランジ取付型 

弁本体 圧 縮 

フロートガイド 圧 縮 

 

b. ディスク式逆止弁 

弁本体の応力評価結果を第5-2表に示す。発生応力が許容応力以下であることから

構造部材が構造健全性を有することを確認した。 

 

第5-2表 弁本体の応力評価結果 

評価対象部位 評価応力 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

弁本体 引張 
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(2) 構造健全性評価 

a. フロート式逆止弁 

フロート及び取付部の構造健全性評価結果を第5-3表に示す。発生応力が，有意な変

形及び著しい漏えいがないことを確認した水圧試験圧力以下であることから，評価対

象部位であるフロート及び取付部が構造健全性を有することを確認した。 

 

第5-3表 フロート及び取付部の構造健全性評価結果 

評価対象部位 
発生応力 

(MPa) 

水圧試験の圧力 

(MPa) 

フロート 圧縮 

取付部 引張 

 

 

b. ディスク式逆止弁 

弁体の構造健全性評価結果を第5-4表に示す。発生応力が，有意な変形及び著しい漏

えいがないことを確認した水圧試験圧力以下であることから，評価対象部位である弁

体が構造健全性を有することを確認した。 

 

第5-4表 弁体の構造健全性評価結果 

評価対象部位 
発生応力 

(MPa) 

水圧試験の圧力 

(MPa) 

弁体 圧縮 
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1 

1. 概要 

本資料は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算

の方針」に基づき，溢水防護設備のうち高レベル廃液ガラス固化建屋の床ドレン

逆止弁が溢水による静水圧荷重に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部

材が構造健全性を有することを確認するものである。 
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2. 一般事項 

2.1 配置計画 

床ドレン逆止弁は，ドレンラインを介した溢水防護区画内への溢水伝播を防

止するものであり，配置計画を第 2.1-1 図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(1/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(2/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(3/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(4/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(5/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(6/6) 
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2.2 構造計画 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

2.5 記号の説明 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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3. 評価対象部位 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

4.2 荷重及び荷重の組合せ 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.3 許容限界 

(1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の許容限界は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配

慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

弁本体，フロートガイド及びツバの許容応力評価条件を第4.3-1表に，許容

応力算出結果を第4.3-2表にそれぞれ示す。 

また，フロート及び取付部の許容限界を第 4.3-4 表に示す。 

 

第 4.3-1 表 弁本体，フロートガイド及びツバの許容応力評価条件 

注記 ＊：鉄鋼材料の設計応力強さを示す。 

  

型式 評価対象部位 材 料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｕ
＊ 

(MPa) 

外ねじ取付型 
弁本体  

 
 

フロートガイド   

内ねじ取付型 
弁本体  

 
 

フロートガイド   

フランジ取付型 
弁本体  

 
 

フロートガイド   

ツバ型 ツバ    
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第 4.3-2 表 弁本体，フロートガイド及びツバの許容応力算出結果 

供用状態 型式 評価対象部位 

許容限界 

一次応力 

圧縮(MPa) 

Ｄ 

外ねじ取付型 

弁本体  

フロートガイド  

内ねじ取付型 

弁本体  

フロートガイド  

フランジ取付型 

弁本体  

フロートガイド  

ツバ型 ツバ  
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4.4 計算方法 

4.4.1 荷重条件 

4.4.2 応力計算 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.5 計算条件 

 (1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の強度評価に用いる計算条件を第 4.5-1 から第 4.5-4 表

に示す。 

 

第 4.5-1 表 外ねじ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１  

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１    

(mm) 

   

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１  

(mm) 

フロートガイド

の 

材質 

フロートガイド

の 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

    

 

フロートガイド

の 1 本当たりの

質量 

ｍ２  

(kg) 

フロートガイド

の長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁体に作用する

評価に用いる受

圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

    

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊  

(mm) 

9.80665 1000  

  注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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第 4.5-2 表 内ねじ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１  

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１    

(mm) 

   

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１  

(mm) 

フロートガイドの 

材質 

フロートガイド

の 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

    

 

フロートガイド

の 1 本当たりの

質量 

ｍ２  

(kg) 

フロートガイド

の長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁体に作用する

評価に用いる受

圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

    

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊  

(mm) 

9.80665 1000  

注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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第 4.5-3 表 フランジ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１  

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１    

(mm) 

   

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１  

(mm) 

フロートガイドの 

材質 

フロートガイド

の 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

    

 

フロートガイド

の 1 本当たりの

質量 

ｍ２  

(kg) 

フロートガイド

の長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁体に作用する

評価に用いる受

圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

    

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊  

(mm) 

9.80665 1000  

注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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第 4.5-4 表 ツバ型の強度評価に用いる計算条件 

ツバの材質 

ツバの最小断面積 

Ａ１    

(mm２) 

弁の全質量 

ｍ１  

(kg) 

   

 

弁全体の長さ 

Ｌ１    

(mm) 

ツバの外径 

Ｄ１  

(mm) 

ツバの内径 

ｄ１  

(mm) 

ツバに作用する

評価に用いる受

圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

    

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊  

(mm) 

9.80665 1000  

注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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5. 評価結果 

(1) 応力評価 

a. フロート式逆止弁 

弁本体，フロートガイド及びツバの応力評価結果を第5-1表に示す。発生

応力が許容応力以下であることから構造部材が構造健全性を有することを

確認した。 

 

第 5-1 表 弁本体，フロートガイド及びツバの応力評価結果 

 評価対象部位 評価応力 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

外ねじ取付型 

弁本体 圧 縮   

フロートガイド 圧 縮   

内ねじ取付型 

弁本体 圧 縮   

フロートガイド 圧 縮   

フランジ取付型 

弁本体 圧 縮   

フロートガイド 圧 縮   

ツバ型 ツバ 圧 縮   

 

(2) 構造健全性評価 

a. フロート式逆止弁 

フロート及び取付部の構造健全性評価結果を第 5-2表に示す。発生応力が，

有意な変形及び著しい漏えいがないことを確認した水圧試験圧力以下であ

ることから，評価対象部位であるフロート及び取付部が構造健全性を有する

ことを確認した。 

 

第 5-2 表 フロート及び取付部の構造健全性評価結果 

評価対象部位 
発生応力 

(MPa) 

水圧試験の圧力 

(MPa) 

フロート 圧縮 
  

取付部 引張 
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1. 概要

本資料は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算

の方針」に基づき，溢水防護設備のうち制御建屋の床ドレン逆止弁が溢水による

静水圧荷重に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有

することを確認するものである。 
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2. 一般事項

2.1 配置計画 

床ドレン逆止弁は，ドレンラインを介した溢水防護区画内への溢水伝播を防

止するものであり，配置計画を第 2.1-1 図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(1/5) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(2/5) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(3/5) 
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第 2.1-1 図 配置計画(床ドレン逆止弁)(4/5) 
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第 2.1-1 配置計画(床ドレン逆止弁)(5/5) 
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2.2 構造計画 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

2.5 記号の説明 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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3. 評価対象部位 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4. 構造強度評価 

4.1 構造強度評価方法 

4.2 荷重及び荷重の組合せ 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.3 許容限界 

(1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の許容限界は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配

慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件を第4.3-1表に，許容応力算

出結果を第4.3-2表にそれぞれ示す。 

 

第 4.3-1 表 弁本体及びフロートガイドの許容応力評価条件 

型式 評価対象部位 材 料 
温度条件 

(℃) 

Ｓｕ
＊ 

(MPa) 

外ねじ取付型 
弁本体 SUS304L 

60 
452 

フロートガイド SUS304L 452 

内ねじ取付型 
弁本体 SUS304 

60 
489 

フロートガイド SUS304 489 

フランジ取付型 
弁本体 SUS304L 

60 
452 

フロートガイド SUS304L 452 

注記 ＊：鉄鋼材料の設計応力強さを示す。 
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第 4.3-2 表 弁本体及びフロートガイドの許容応力算出結果 

供用状態 型式 評価対象部位 

許容限界 

一次応力 

圧縮(MPa) 

Ｃ 

外ねじ取付型 

弁本体 271 

フロートガイド 271 

内ねじ取付型 

弁本体 293 

フロートガイド 293 

フランジ取付型 

弁本体 271 

フロートガイド 271 
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4.4 計算方法 

 

 上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に示す。 
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4.5 計算条件 

 (1) フロート式逆止弁 

フロート式逆止弁の強度評価に用いる計算条件を第 4.5-1 表～第 4.5-3 表

に示す。 

 

第 4.5-1 表 外ねじ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１  

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１    

(mm) 

SUS304L 2.90 120.0 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１  

(mm) 

フロートガイドの 

材質 

フロートガイド

の 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

75.0 38.0 SUS304L 6.6 

 

フロートガイド

の 1 本当たりの

質量 

ｍ２  

(kg) 

フロートガイド

の長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁体に作用する

評価に用いる受

圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

0.05 102.0 75.0 7.0 

 

  注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 

 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊  

(mm) 

9.80665 1000 27350 
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第 4.5-2 表 内ねじ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１  

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１    

(mm) 

SUS304 4.70 275.0 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１  

(mm) 

フロートガイドの 

材質 

フロートガイド

の 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

72.0 62.5 SUS304 6.6 

 

フロートガイド

の 1 本当たりの

質量 

ｍ２  

(kg) 

フロートガイド

の長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁本体に作用す

る評価に用いる

受圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

0.05 102.0 72.0 7.0 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊  

(mm) 

9.80665 1000 27350 

注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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第 4.5-3 表 フランジ取付型の強度評価に用いる計算条件 

弁本体の材質 

弁の全質量 

ｍ１  

(kg) 

弁全体の長さ 

Ｌ１    

(mm) 

SUS304L 5.20 150.0 

 

弁本体の外径 

Ｄ１ 

(mm) 

弁本体の内径 

ｄ１  

(mm) 

フロートガイドの 

材質 

フロートガイド

の 

最小直径 

Ｄ３ 

(mm) 

72.0 61.6 SUS304L 6.6 

 

フロートガイド

の 1 本当たりの

質量 

ｍ２  

(kg) 

フロートガイド

の長さ 

Ｌ２ 

(mm) 

弁本体に作用す

る評価に用いる

受圧面の直径 

Ｄ２ 

(mm) 

フロートガイド

に作用する評価

に用いる受圧面

の直径 

Ｄ４ 

(mm) 

0.05 102.0 72.0 7.0 

 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

溢水の密度 

ρO 

(kg/m3) 

溢水による水頭 

ｈ＊  

(mm) 

9.80665 1000 27350 

注記＊：保守的に床ドレン逆止弁を設置する箇所のうち最大値とする。 
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5. 評価結果 

(1) 応力評価 

a. フロート式逆止弁 

弁本体及びフロートガイドの応力評価結果を第5-1表に示す。発生応力が

許容応力以下であることから構造部材が構造健全性を有することを確認し

た。 

 

第 5-1 表 弁本体及びフロートガイドの応力評価結果 

 評価対象部位 評価応力 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

外ねじ取付型 

弁本体 圧 縮 1 271 

フロートガイド 圧 縮 1 271 

内ねじ取付型 

弁本体 圧 縮 2 293 

フロートガイド 圧 縮 1 293 

フランジ取付型 

弁本体 圧 縮 2 271 

フロートガイド 圧 縮 1 271 

 

(2)  構造健全性評価 

a. フロート式逆止弁 

フロート及び取付部の構造健全性評価結果を第 5-2表に示す。発生応力が，

有意な変形及び著しい漏えいがないことを確認した水圧試験圧力以下であ

ることから，評価対象部位であるフロート及び取付部が構造健全性を有する

ことを確認した。 

 

第 5-2 表 フロート及び取付部の構造健全性評価結果 

評価対象部位 
発生応力 

(MPa) 

水圧試験の圧力 

(MPa) 

フロート 圧縮 
0.27 0.6 

取付部 引張 
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1. 概要 

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の貫通部止水処置が溢

水による静水圧荷重に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を

有することを説明するものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工す

るものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(1/4) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(2/4) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(3/4) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(4/4) 
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2.2 構造概要 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の説明 

3.2 評価対象部位 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

3.4 許容限界 

3.5 計算方法 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3.6 計算条件 

貫通部止水処置の「3.5 計算方法」に用いる評価条件を第 3.6-1 表に示す。 

 

第 3.6-1 表 評価条件(モルタル) 

貫通部箇所 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

水の密度 

ρ 

(kg/m3) 

地下 3階南北第 1廊下外壁

面 
9.80665 1000 

 

貫通部位置における 

水頭＊1 

ｈ 

(mm) 

貫通物の支持間隔 

の質量＊2 

Ｗ 

(kg) 

モルタルが水圧を 

受ける面積 

Ａ’ 

(mm2) 

11950 0 925500 

注記 ＊１：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定  

＊２：壁面の貫通部における貫通物自重は鉛直に作用し，水圧が作用する方向

と異なるため考慮しない。 
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4. 評価結果 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には，シール材，ブーツ及びモルタルの評価対象部位があ

り，その強度評価結果を第 4-1 表に示す。シール材，ブーツ及びモルタルの発生圧力又は

発生荷重は許容圧力又は許容荷重以下であることを確認した。 

 

第4-1表 強度評価結果 

(シール材) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

地下 3階南北第 1廊下外

壁面 
0.118 0.128 

 

(ブーツ) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

西第 1配管室外壁面 0.073 0.098 

 

(モルタル) 

貫通部箇所 
発生荷重＊ 

(kN) 

許容荷重 

(kN) 

地下 3階南北第 1廊下外

壁面 
109 127 

注記 ＊：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定 
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1. 概要 

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水

系冷却塔B基礎の貫通部止水処置が溢水による静水圧荷重に対し，止水性の維持を考慮

して，主要な構造部材が構造健全性を有することを説明するものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工す

るものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置) 
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2.2 構造概要 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の説明 

3.2 評価対象部位 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

3.4 許容限界 

3.5 計算方法 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3.6 計算条件 

貫通部止水処置の「3.5 計算方法」に用いる評価条件を第 3.6-1 表に示す。 

 

第 3.6-1 表 評価条件(モルタル) 

貫通部箇所 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

水の密度 

ρ 

(kg/m3) 

安全冷却系弁区域／安全冷

却水系冷却水循環ポンプ C

区域(床面) 

9.80665 1000 

 

貫通部位置における 

水頭 

ｈ 

(mm) 

貫通物の支持間隔 

の質量 

Ｗ 

(kg) 

モルタルが水圧を 

受ける面積 

Ａ’ 

(mm2) 

500 5526 152013 
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4. 評価結果 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔 B 基礎には，シール材及

びモルタルの評価対象部位があり，その強度評価結果を第 4-1 表に示す。シール材及びモ

ルタルの発生圧力又は発生荷重は許容圧力又は許容荷重以下であることを確認した。 

 

第4-1表 強度評価結果 

(シール材) 

貫通部箇所 
発生圧力 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

安全冷却系弁区域／地下

2階南北廊下(床面)  
0.005 0.098 

 

(モルタル) 

貫通部箇所 
発生荷重 

(kN) 

許容荷重 

(kN) 

安全冷却系弁区域／安全

冷却水系冷却水循環ポン

プC区域(床面) 

56 930 
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1. 概要 

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち前処理建屋の貫通部止水処置が溢水による静水圧荷

重に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを説明

するものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工す

るものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(1/4) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(2/4) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(3/4) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(4/4)  
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2.2 構造概要 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 強度評価方法 
3.1 記号の説明 
3.2 評価対象部位 
3.3 荷重及び荷重の組合せ 
3.4 許容限界 
3.5 計算方法 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3.6 計算条件 
貫通部止水処置の「3.5 計算方法」に用いる評価条件を第 3.6-1表に示す。 

 

第 3.6-1表 評価条件(モルタル) 

貫通部箇所 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

水の密度 

ρ 

(kg/m3) 

地下 3階南北第 2廊下外壁面 9.80665 1000 

 

貫通部位置における 

水頭＊1 

ｈ 

(mm) 

貫通物の支持間隔 

の質量＊2 

Ｗ 

(kg) 

モルタルが水圧を 

受ける面積 

Ａ’ 

(mm2) 

注記 ＊１：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定  

＊２：壁面の貫通部における貫通物自重は鉛直に作用し，水圧が作用する方向

と異なるため考慮しない。 
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4. 評価結果 

前処理建屋には，シール材，ブーツ及びモルタルの評価対象部位があり，その強度評価

結果を第 4-1 表に示す。シール材，ブーツ及びモルタルの発生圧力又は発生荷重は許容圧

力又は許容荷重以下であることを確認した。 

 

第4-1表 強度評価結果 

(シール材) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

地下4階南北第2廊下外壁面 

 

(ブーツ) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

地下3階南北第2廊下外壁面 

 

(モルタル) 

貫通部箇所 
発生荷重 

(kN) 

許容荷重 

(kN) 

地下 3階南北第 2廊下外壁面 

注記 ＊：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定 
 

 

 

 

 

 

 

47454

■■■
972



令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

別紙４－14－４ 
 

 

 

貫通部止水処置の強度計算書 
（分離建屋） 

  

973



 

 

 

目   次 

ページ 

1. 概要･･････････････････････････････････････････････････････････････････････1 

 

2. 一般事項･･････････････････････････････････････････････････････････････････1 

2.1 配置計画････････････････････････････････････････････････････････････････1 

2.2 構造概要････････････････････････････････････････････････････････････････8 

2.3 評価方針････････････････････････････････････････････････････････････････8 

2.4 準拠規格････････････････････････････････････････････････････････････････8 

 

3. 強度評価方法･･････････････････････････････････････････････････････････････9 

3.1 記号の説明･･････････････････････････････････････････････････････････････9 

3.2 評価対象部位････････････････････････････････････････････････････････････9 

3.3 荷重及び荷重の組合せ････････････････････････････････････････････････････9 

3.4 許容限界････････････････････････････････････････････････････････････････9 

3.5 計算方法････････････････････････････････････････････････････････････････9 

3.6 計算条件･･･････････････････････････････････････････････････････････････10 

 

4. 評価結果･････････････････････････････････････････････････････････････････11 

 

47456

■■■
974



 

1 

 

1. 概要 

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち分離建屋の貫通部止水処置が溢水による静水圧荷重

に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを説明す

るものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工す

るものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(1/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(2/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(3/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(4/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(5/6) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(6/6) 
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2.2 構造概要 

 2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の説明 

3.2 評価対象部位 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

3.4 許容限界 

3.5 計算方法 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3.6 計算条件 

貫通部止水処置の「3.5 計算方法」に用いる評価条件を第 3.6-1 表に示す。 

 

第 3.6-1 表 評価条件(モルタル) 

貫通部箇所 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

水の密度 

ρ 

(kg/m3) 

地下 1階南北第 2 廊下外壁面 9.80665 1000 

 

貫通部位置における 

水頭＊1 

ｈ 

(mm) 

貫通物の支持間隔 

の質量＊2 

Ｗ 

(kg) 

モルタルが水圧を 

受ける面積 

Ａ’ 

(mm2) 

注記 ＊１：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定  

＊２：壁面の貫通部における貫通物自重は鉛直に作用し，水圧が作用する方向

と異なるため考慮しない。 
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4. 評価結果 

分離建屋には，シール材，ブーツ及びモルタルの評価対象部位があり，その強度評価結

果を第 4-1 表に示す。シール材，ブーツ及びモルタルの発生圧力又は発生荷重は許容圧力

又は許容荷重以下であることを確認した。 

 

第4-1表 強度評価結果 

(シール材) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

地下 2階南北第 2 廊下外壁面 

 

(ブーツ) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

凝縮水ポンプ室外壁面 

 

(モルタル) 

貫通部箇所 
発生荷重 

(kN) 

許容荷重 

(kN) 

地下 1階南北第 2 廊下外壁面 

 

注記 ＊：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定 
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1. 概要 

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち精製建屋の貫通部止水処置が溢水による静水圧荷重

に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを説明す

るものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工す

るものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(1/9) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(2/9) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(3/9) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(4/9) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(5/9) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(6/9) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(7/9) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(8/9) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(9/9) 
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2.2 構造概要 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 
上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 強度評価方法 
3.1 記号の説明 
3.2 評価対象部位 
3.3 荷重及び荷重の組合せ 
3.4 許容限界 
3.5 計算方法 

 
上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3.6 計算条件 
貫通部止水処置の「3.5 計算方法」に用いる評価条件を第 3.6-1表に示す。 

 

第 3.6-1表 評価条件(モルタル) 

貫通部箇所 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

水の密度 

ρ 

(kg/m3) 

地下 1階東西第 2廊下外壁

面 
9.80665 1000 

 

貫通部位置における 

水頭＊1 

ｈ 

(mm) 

貫通物の支持間隔 

の質量＊2 

Ｗ 

(kg) 

モルタルが水圧を 

受ける面積 

Ａ’ 

(mm2) 

注記 ＊１：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定  

＊２：壁面の貫通部における貫通物自重は鉛直に作用し，水圧が作用する方向

と異なるため考慮しない。 
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4. 評価結果 

精製建屋には，シール材，ブーツ及びモルタルの評価対象部位があり，その強度評価結

果を第 4-1表に示す。シール材，ブーツ及びモルタルの発生圧力又は発生荷重は許容圧力

又は許容荷重以下であることを確認した。 

 

第4-1表 強度評価結果 

(シール材) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

地下 2階東西第 2廊下外

壁面 

 

(ブーツ) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

地下 3階南北第 3廊下外

壁面 

 

(モルタル) 

貫通部箇所 
発生荷重 

(kN) 

許容荷重 

(kN) 

地下 1階東西第 2廊下外

壁面 

注記 ＊：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定 
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貫通部止水処置の強度計算書 
（ウラン・プルトニウム混合 

脱硝建屋） 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(1/3) 
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4. 評価結果

ウラン ・ プルトニウム混合脱硝建屋には， シール材， ブーツ及びモルタルの評価対象部

位があり， その強度評価結果を第 4-1 表に示す。 シ ール材， ブーツ及びモルタルの発生圧

力又は発生荷重は許容圧力又は許容荷重以下であることを確認した。

第4-1表 強度評価結果

（シ ール材）

貫通部箇所
発生圧力

＊

許容圧力

(MPa) (MP a) 

ユ プイリプイ第 1室

外壁面

（ブーツ）

貫通部箇所
発生圧力 ＊

許容圧力

(MPa) (MPa) 

ユ ナイリプイ第l室

外壁面

（モルタル）

貰通部箇所
発生荷重 許容荷重

(kN) (kN) 

ユ プイリプイ第1室

外壁面

注記 ＊：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定
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1. 概要 

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち高レベル廃液ガラス固化建屋の貫通部止水処置が溢

水による静水圧荷重に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を

有することを説明するものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工す

るものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(1/3) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(2/3) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(3/3) 
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2.2 構造概要 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 
上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 強度評価方法 
3.1 記号の説明 
3.2 評価対象部位 
3.3 荷重及び荷重の組合せ 
3.4 許容限界 
3.5 計算方法 

 
上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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4. 評価結果 

高レベル廃液ガラス固化建屋には，シール材の評価対象部位があり，その強度評価結果

を第 4-1表に示す。シール材の発生圧力は許容圧力以下であることを確認した。 

 

第4-1表 強度評価結果 

(シール材) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

北第 1ダクト室 

注記 ＊：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定 
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貫通部止水処置の強度計算書 
（第 1 ガラス固化体貯蔵建屋） 
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1.  概要 

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち第1ガラス固化体貯蔵建屋の貫通部止水処置が溢水

による静水圧荷重に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有

することを説明するものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工す

るものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(1/2) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(2/2) 
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2.2 構造概要 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 
上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 強度評価方法 
3.1 記号の説明 
3.2 評価対象部位 
3.3 荷重及び荷重の組合せ 
3.4 許容限界 
3.5 計算方法 

 
上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3.6 計算条件 
貫通部止水処置の「3.5 計算方法」に用いる評価条件を第 3.6-1表に示す。 

 

第 3.6-1表 評価条件(モルタル) 

貫通部箇所 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

水の密度 

ρ 

(kg/m3) 

排水貯槽室壁面 9.80665 1000 

 

貫通部位置における 

水頭＊1 

ｈ 

(mm) 

貫通物の支持間隔 

の質量＊2 

Ｗ 

(kg) 

モルタルが水圧を 

受ける面積 

Ａ’ 

(mm2) 

12810 0 10260 

注記 ＊１：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定  

＊２：壁面の貫通部における貫通物自重は鉛直に作用し，水圧が作用する方向

と異なるため考慮しない。 
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4. 評価結果 

第 1 ガラス固化体貯蔵建屋には，シール材，ブーツ及びモルタルの評価対象部位があ

り，その強度評価結果を第 4-1表に示す。シール材，ブーツ及びモルタルの発生圧力又は

発生荷重は許容圧力又は許容荷重以下であることを確認した。 

 

第4-1表 強度評価結果 

(シール材) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

排水貯槽室壁面 0.14 0.20 

 

(ブーツ) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

排水貯槽室壁面 0.03 0.15 

 

(モルタル) 

貫通部箇所 
発生荷重 

(kN) 

許容荷重 

(kN) 

排水貯槽室壁面 2 414 

注記 ＊：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定 
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1. 概要 

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち制御建屋の貫通部止水処置が溢水による静水圧荷重

に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを説明す

るものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工す

るものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(1/5) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置) (2/5) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置) (3/5) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置) (4/5) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置) (5/5)  

47527

■■■
1045



 

7 

 

2.2 構造概要 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 
上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 強度評価方法 
3.1 記号の説明 
3.2 評価対象部位 
3.3 荷重及び荷重の組合せ 
3.4 許容限界 
3.5 計算方法 

 
上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3.6 計算条件 
貫通部止水処置の「3.5 計算方法」に用いる評価条件を第 3.6-1表に示す。 

 

第 3.6-1表 評価条件(モルタル) 

貫通部箇所 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

水の密度 

ρ 

(kg/m3) 

常用電気品第 2室壁面 9.80665 1000 

 

貫通部位置における 

水頭＊1 

ｈ 

(mm) 

貫通物の支持間隔 

の質量＊2 

Ｗ 

(kg) 

モルタルが水圧を 

受ける面積 

Ａ’ 

(mm2) 

11650 0 3315000 

注記 ＊１：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定  

＊２：壁面の貫通部における貫通物自重は鉛直に作用し，水圧が作用する方向

と異なるため考慮しない。 
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4. 評価結果 

制御建屋には，シール材及びモルタルの評価対象部位があり，その強度評価結果を第 4-

1表に示す。シール材及びモルタルの発生圧力又は発生荷重は許容圧力又は許容荷重以下

であることを確認した。 

 

第4-1表 強度評価結果 

(シール材) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

非常用 A冷凍機室壁面 0.093 0.098  

 

 

(モルタル) 

貫通部箇所 
発生荷重 

(kN) 

許容荷重 

(kN) 

常用電気品第 2室壁面 379 1236 

注記 ＊：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定 
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1. 概要

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち非常用電源建屋の貫通部止水処置が溢水による静水

圧荷重に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを

説明するものである。 

2. 一般事項

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工す

るものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(1/3) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(2/3) 
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第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置)(3/3) 
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2.2 構造概要 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 
上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 強度評価方法 
3.1 記号の説明 
3.2 評価対象部位 
3.3 荷重及び荷重の組合せ 
3.4 許容限界 
3.5 計算方法 

 
上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3.6 計算条件 
貫通部止水処置の「3.5 計算方法」に用いる評価条件を第 3.6-1表に示す。 

 

第 3.6-1表 評価条件(モルタル) 

貫通部箇所 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

水の密度 

ρ 

(kg/m3) 

非常用ディーゼル発電機 A

送風機室(W0108)壁面 
9.80665 1000 

 

貫通部位置における 

水頭＊1 

ｈ 

(mm) 

貫通物の支持間隔 

の質量＊2 

Ｗ 

(kg) 

モルタルが水圧を 

受ける面積 

Ａ’ 

(mm2) 

5000 0 34890 

注記 ＊１：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定  

＊２：壁面の貫通部における貫通物自重は鉛直に作用し，水圧が作用する方向

と異なるため考慮しない。 
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4. 評価結果 

非常用電源建屋には，シール材及びモルタルの評価対象部位があり，その強度評価結果

を第 4-1 表に示す。シール材及びモルタルの発生圧力又は発生荷重は許容圧力又は許容

荷重以下であることを確認した。 

 

第4-1表 強度評価結果 

(シール材) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

地下階電気盤 A 室

(W0104)外壁面  
0.050 0.147 

 

(モルタル) 

貫通部箇所 
発生荷重 

(kN) 

許容荷重 

(kN) 

非常用ディーゼル発電機

A送風機室(W0108) 

外壁面 

2 75 

注記 ＊：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定 
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1. 概要 

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち主排気筒管理建屋の貫通部止水処置が溢水による静

水圧荷重に対し，止水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有すること

を説明するものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工す

るものであり，配置計画を第2.1-1図に示す。 

  

47544

■■■
1062

■
1062



 

2 

 

 

第 2.1-1 図 配置計画(貫通部止水処置) 
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2.2 構造概要 

2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の説明 

3.2 評価対象部位 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

3.4 許容限界 

3.5 計算方法 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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3.6 計算条件 

貫通部止水処置の「3.5 計算方法」に用いる評価条件を第 3.6-1 表に示す。 

 

第 3.6-1 表 評価条件(モルタル) 

貫通部箇所 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

水の密度 

ρ 

(kg/m3) 

非常用電気盤室外壁面 9.80665 1000 

 

貫通部位置における 

水頭＊1 

ｈ 

(mm) 

貫通物の支持間隔 

の質量＊2 

Ｗ 

(kg) 

モルタルが水圧を 

受ける面積 

Ａ’ 

(mm2) 

2000 0 170000 

注記 ＊１：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定  

＊２：壁面の貫通部における貫通物自重は鉛直に作用し，水圧が作用する方向

と異なるため考慮しない。 
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4. 評価結果 

主排気筒管理建屋には，シール材及びモルタルの評価対象部位があり，その強度評価結

果を第 4-1 表に示す。シール材及びモルタルの発生圧力又は発生荷重は許容圧力又は許

容荷重以下であることを確認した。 

 

第4-1表 強度評価結果 

(シール材) 

貫通部箇所 
発生圧力＊ 

(MPa) 

許容圧力 

(MPa) 

非常用電気盤室外壁面 0.020 0.058 

 

(モルタル) 

貫通部箇所 
発生荷重 

(kN) 

許容荷重 

(kN) 

非常用電気盤室外壁面 3.4 19 

注記 ＊：地下水位を地表面とした水頭圧が加わるとして設定 
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1. 概要 

本計算書は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に基

づき，溢水防護設備のうち緊急時対策建屋の貫通部止水処置が溢水による静水圧荷重に対し，止

水性の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを説明するものである。 

 

2. 一般事項 

2.1 配置計画 

貫通部止水処置は，貫通口に対して，貫通物とのすき間又は貫通物の周囲に施工するもの

であり，配置計画を第2.1-1図に示す。 
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第 2.1-1図 配置計画(貫通部止水処置)(1/2) 
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第 2.1-1図 配置計画(貫通部止水処置)(2/2) 
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2.2 構造概要 2.3 評価方針 

2.4 準拠規格 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に示す。 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の説明 

3.2 評価対象部位 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

3.4 許容限界 

3.5 計算方法 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に示す。 
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3.6 計算条件 

貫通部止水処置の「3.5 計算方法」に用いる評価条件を第 3.6-1表に示す。 

 

第 3.6-1表 評価条件(モルタル) 

貫通部箇所 

重力加速度 

ɡ 

(m/s2) 

水の密度 

ρ 

(kg/m3) 

医務室(W0326)床面 9.80665 1000 

 

貫通部位置における 

水頭＊１ 

ｈ 

(mm) 

貫通物の支持間隔 

の質量 

Ｗ 

(kg) 

モルタルが水圧を 

受ける面積 

Ａ’ 

(mm2) 

7500 24 18560 

注記 ＊１：緊急時対策建屋における最大の浸水深(7500mm)を設定 
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4. 評価結果 

緊急時対策建屋には，モルタルの評価対象部位があり，その強度評価結果を第 4-1表 に示す。

モルタルの発生荷重は許容荷重以下であることを確認した。 

 

 

第4-1表 強度評価結果 

(モルタル) 

評価対象部位 
発生荷重 

(kN) 

許容荷重 

(kN) 

モルタル 2 147 
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1. 概 要 

 1.1. 目 的 

本資料は，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に基づき，溢水防護設備のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の燃料貯蔵プール・

ピット等に設置する蓋が，燃料貯蔵プール・ピット等で発生を想定するプール水のス

ロッシングにより生じる荷重(以下，「スロッシング荷重」という。)に対し，燃料貯

蔵プール・ピット等の外へ漏えいするスロッシング水量を低減する機能の維持を考

慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。 

           

 1.2. 配置計画 

蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等で発生を想定するスロッシング水量を低減するも

のであり，配置計画を第 1.2-1 図に示す。 
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第 1.2-1 図 配置計画 
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1.3. 構造計画 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算

の方針」に示す。 
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2. 強度評価 

2.1. 評価方針 

 2.2. 準拠規格 

2.3. 記号の定義 

2.4. 評価対象部位 

2.5. 荷重及び荷重の組合せ 

 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に示す。 
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 2.6 許容限界 

   蓋の許容限界は，「2.4. 評価対象部位」にて設定した評価対象部位の機能損傷モー

ドを考慮し，短期許容応力度とする。 

 

   (1) 使用材料 

評価対象部位のフレーム及び下板の使用材料を第 2.6-1 表に示す。 

第 2.6-1 表 使用材料 

設置場所 評価対象部位 材 質 
仕 様 

(mm) 

仮置ピット A/B

設置用 

フレーム SUS304TP 

下板 SUS304-HP 

PWR,B/P プール 

設置用 

フレーム SUS304TP 

下板 SUS304-HP 

 

   (2) 許容限界 

     フレーム及び下板の許容限界は，「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－((社）

日本建築学会 2005 改定)」を踏まえて第 2.6-2 表の値とする。 

 

第 2.6-2 表 フレーム及び下板の許容限界 

材 質 

材料強度 

引張・圧縮 

(N/mm2) 

曲 げ 

(N/mm2) 

せん断 

(N/mm2) 

SUS304＊ 205 205 118 

注記 ＊：許容応力度を決定する場合の基準強度 F値は，「JIS G 4304-2012 熱 

間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に基づく。 
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 2.7 評価方法 

上記については，「Ⅵ－１－１－６－７－１ 溢水への配慮が必要な施設の強度計算

の方針」に示す。 
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2.8 評価条件 

   「2.7.評価方法」に用いるフレームの評価条件を第 2.8-1 表に，下板の評価条件を第

2.8-2 表に示す。 

 

第 2.8-1 表 フレームの強度評価に用いる条件 

記号＊ 単位 定 義 数値 

ｇ m/s2 重力加速度  9.80665 

L１ mm フレームのスパン 

N１ － フレーム本数 2 

P１ N/mm2 解析により得られたスロッシング圧力  0.04 

Ps１ N スロッシング荷重 6.451×104 

Ws１ N/mm フレームにかかる等分布荷重 6.451 

Ms１ N・mm フレームにかかる最大曲げモーメント 2.016×107 

Qs１ N フレームにかかる最大反力 1.613×104 

S１ mm2 フレームの受圧面積 

AＦ１ mm2 フレームのせん断断面積 

ZＦ１ mm3 フレームの断面係数 

σＦ１ N/mm2 フレームの曲げ応力 65 

τＦ１ N/mm2 フレームのせん断応力 8 

σｃＦ１ N/mm2 フレームの組合せ応力 66 

L２ mm フレームのスパン 

N２ － フレーム本数 2 

P２ N/mm2 解析により得られたスロッシング圧力  0.02 

Ps２ N スロッシング荷重 2.795×104 

Ws２ N/mm フレームにかかる等分布荷重 2.795 

Ms２ N・mm フレームにかかる最大曲げモーメント 8.736×106 

Qs２ N フレームにかかる最大反力 6.989×103 

S２ mm2 フレームの受圧面積 

AＦ２ mm2 フレームのせん断断面積 

ZＦ２ mm3 フレームの断面係数 

σＦ２ N/mm2 フレームの曲げ応力 28 

τＦ２ N/mm2 フレームのせん断応力 4 

σｃＦ２ N/mm2 フレームの組合せ応力 29 

注記 ＊：添え字 1 は仮置ピット A/B 設置用，添え字 2 は PWR,B/P プール設置用を示す。 
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第 2.8-2 表 下板の強度評価に用いる条件 

記号＊ 単位 定 義 数値 

a１ mm 下板の短辺方向長さ 

b１ mm 下板の長辺方向長さ 

h１ mm 下板の厚さ 

P１ N/mm2 解析により得られたスロッシング圧力  0.04 

Ps１ N スロッシング荷重 1.268×105 

As１ N/mm2 下板にかかる等分布荷重 0.03686 

S１ mm2 下板の受圧面積 

β1 － 長方形板の応力の係数 0.8 

σＦ１ N/mm2 下板の曲げ応力 36 

τＦ１ N/mm2 下板のせん断応力 14 

σｃＦ１ N/mm2 下板の組合せ応力 43 

a２ mm 下板の短辺方向長さ 

b２ mm 下板の長辺方向長さ 

h２ mm 下板の厚さ 

P２ N/mm2 解析により得られたスロッシング圧力  0.02 

Ps２ N スロッシング荷重 3.558×104 

As２ N/mm2 下板にかかる等分布荷重 0.01597 

S２ mm2 下板の受圧面積 

β２ － 長方形板の応力の係数 0.8 

σＦ２ N/mm2 下板の曲げ応力 7 

τＦ２ N/mm2 下板のせん断応力 6 

σｃＦ２ N/mm2 下板の組合せ応力 13 

注記 ＊：添え字 1 は仮置ピット A/B 設置用，添え字 2 は PWR,B/P プール設置用を示す。 
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2.9. 評価結果 

蓋の強度評価結果を第 2.9-1 表に示す。蓋の評価対象部位での発生応力は許容

限界以下である。 

 

第 2.9-1 表 蓋の強度評価結果 

名称 設置場所 評価対象部位 
発生応力 

(N/mm2) 

短期 

許容限界 

(N/mm2) 

蓋 

仮置ピット A/B

設置用 

フレーム 

曲げ 65 205 

せん断 8 118 

組合せ 66 205 

下板 

曲げ 36 205 

せん断 14 118 

組合せ 43 205 

PWR，B/P 

プール設置用 

フレーム 

曲げ 28 205 

せん断 4 118 

組合せ 29 205 

下板 

曲げ 7 205 

せん断 6 118 

組合せ 13 205 
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別紙４－16 
 

 

 

計算機プログラム(解析コード)の 
概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

本添付書類は，別で定める方針に沿った解析コードの概要を示すものであることから，

発電炉との比較は行わない。 
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1. はじめに 

本資料は，「Ⅵ－１－１－６ 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説

明書」において使用した解析コードについて説明するものである。 

「Ⅵ－１－１－６ 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」に

おいて使用した解析コードの使用状況一覧，解析コードの概要を以降に記載する。 
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別紙１ Fluent 

1. 使用状況一覧 

使用添付書類 バージョン 

Ⅵ－１－１－６

－３ 
溢水影響に関する評価方針 Ver.18.0 
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2.  解析コードの概要 

 

コード名 

項目 
Fluent 

開発機関 ANSYS,Inc(アメリカ) 

開発時期 2017年(初版開発時期 1983年) 

使用した 

バージョン 
Ver.18.0 

使用目的 3次元流動解析によるスロッシング評価 

コードの概要 

Fluentは，CFD解析の初心者からエキスパートまで，幅広い要求に

応える使いやすさと多くの機能を備える。有限体積法をベースとし

た非構造格子に対応するソルバを搭載しており，化学反応，燃焼，

混相流などが取り扱える。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・本解析コードは有限体積法を用いた汎用流体解析プログラムであ

り，数多くの研究機関や企業において，様々な分野の流体解析に

広く利用されていることを確認している。 

・試験結果と解析結果を比較し，検証されていることを確認してい

る。 

 

【妥当性確認(Validation)】 

本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・本解析コードは，航空宇宙，自動車，化学などの様々な分野にお

ける使用実績を有しており，妥当性は十分に確認されている。 
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別紙２ GOTHIC 

1. 使用状況一覧 

使用添付書類 バージョン 

Ⅵ－１－１－６

－３ 
溢水影響に関する評価方針 

v7.2a p5(QA) 

v8.1(QA) 
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2.  解析コードの概要 

 

コード名 

項目 
GOTHIC 

開発機関 Numerical Application Inc.(販売元はEPRI) 

開発時期 1989年 

使用した 

バージョン 
v7.2a p5(QA)，v8.1(QA) 

使用目的 蒸気拡散解析(高エネルギー配管破損時の蒸気拡散解析影響評価) 

コードの概要 

 Electric Power Research Insuituteにより開発された汎用熱流

体解析コードである。本解析コードは，気相，液体連続相及び液体

分散相(液滴)の3相について，各々，質量，運動量及びエネルギーの

3保存式を解く，完全3流体(9保存式)解析コードである。 

各相間の質量，運動量及びエネルギーの移動は，構成式で表され，

これにより，凝縮・沸騰現象や，凝縮した液体によって随伴される

気相の流れ等，複雑な混相流現象を模擬することができる。また，

ファン・水素再結合器等の機器モデルが組み込まれており，これら

の機器の作動及び制御を模擬できる。 

 このような基本構成により，再処理施設内における気液混相の

熱流動を取り扱うことができる。GOTHICは，主に米国において設計

基準事故を想定した原子炉格納容器の設計や環境条件，シビアアク

シデント時の水素分布解析などに豊富な使用実績がある。 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【検証(Verification)】 

本解析コードの検証の内容は以下のとおりである。 

・コードのサンプル問題を実行し，ユーザーマニュアルに示される

同一問題の結果と比較を行い，解析解がそれを再現していること

を確認している。 

・1次伝熱伝導の理論解に対する解析解が再現していることを確認

している。 

・本解析コードの適用制限について，蒸気表・各種相関式・物性範

囲及び数値計算手法上の制約に対し問題ないことを確認してい

る。 
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(つづき) 

検証 

(Verification) 

及び 

妥当性確認 

(Validation) 

【妥当性確認(Validation)】 

 本解析コードの妥当性確認の内容は以下のとおりである。 

・実機プラントに対する上記の目的に対しては，検証内容が事故時

の状況，機器設備の作動状況，物理現象の模擬などに対し適用可

能な範囲にあることを確認している。 

・静的触媒式水素再結合装置作動時に見られる重要な物理現象の個

別効果及び，それらを重ね合わせた総合効果の再現性を確認して

いる。 

・NUPEC試験など，実機解析の再現能力，適用範囲と不確かさを考慮

したうえで，上記目的に対する保守性を有している。 
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令和５年１月５日 Ｒ14 
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補足説明すべき項目の抽出 
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項

1

第1章　共通項目
6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止
6.1 　溢水から防護する設備及び設計方針
安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれがある
場合において，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損なわない
設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれが
ある場合において，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損な
わない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有す
る建物・構築物，系統及び機器とし，全ての安全機能を有する建物・構築物，系統及び機器の中から
安全評価上機能を期待するものとして，安全上重要な機能を有する建物・構築物，系統及び機器を溢
水防護対象設備として選定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－２
溢水防護対象設備の選
定

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
・溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有す
る建物・構築物，系統及び機器とし，その上で事業許可基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガイド
で定められている，溢水から防護すべき安全機能を踏まえ，全ての安全機能を有する建物・構築物，
系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，安全上重要な機能を有する建物・構築
物，系統及び機器を溢水防護対象設備として選定する。
【2.2 評価対象の溢水防護対象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設備の選定結果
・溢水防護対象設備のうち，溢水により安全機能を損なうおそれのある設備を評価対象として選定す
る。
・溢水により安全機能を損なわないことが明らかな設備は，溢水評価の対象から除外する。

＜溢水評価対象の溢水防護対象設備の選定＞
⇒評価対象外とした溢水防護対象設備及び除外理由並びに評価対象の
溢水防護対象設備の選定結果について補足説明する。
・[補足溢水02]評価対象外とする溢水防護対象設備の考え方について

⇒第１回設工認申請において燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給
水の機能を維持するために必要な設備の扱いについて補足説明する。
・[補足溢水33]燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を維
持するために必要な設備の扱いについて

⇒第１回設工認申請の申請対象設備である安全冷却水B冷却塔に対する
溢水評価に係る概略評価結果について補足説明する。
・[補足溢水34] 安全冷却水B冷却塔の概略評価結果

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.1　溢水防護対象設備の選定】
・「溢水防護対象設備の選定」に関する基本方針
・溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必
要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み
合わせることにより，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性を有する設備が同時にその
安全機能を損なわない設計)とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－２
溢水防護対象設備の選
定

【2.1 溢水防護対象設備の選定方針】
・溢水防護対象設備の選定方針
溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要
な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合
わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。

＜溢水評価対象の溢水防護対象設備の選定＞
⇒第１回設工認申請において燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給
水の機能を維持するために必要な設備の扱いについて補足説明する。
・[補足溢水33]燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を維
持するために必要な設備の扱いについて

4

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確認するために，再処理施設内
において発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)する。
また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要な機器
の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基本方針
・再処理施設内において発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)し，溢水防
護対象設備の安全性を損なうおそれがある場合は，防護措置その他の適切な措置を講じることによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

5

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行うことを保安規定に定めて，
管理する。

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2. 溢水による損傷の防止に対する基本方針】
・技術基準を満足するための溢水防護に関する基本方針
・溢水評価の条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，見直しがある場合
は，溢水評価への影響確認を実施することを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

基本設計方針 添付書類

2

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する建物・構
築物，系統及び機器を溢水から防護する設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの設備
が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性を有する
設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。

3

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせ
ることにより，その安全機能を損なわない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな
い期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消火水等の放水による溢水，地震起因による溢水及び
その他の溢水を踏まえ設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2．溢水源及び溢水量の設定】
・想定する溢水事象
・溢水源及び溢水量の設定においては，内部溢水ガイドを参考に，発生要因別に分類した以下の溢水
を想定して設定する。
(1)想定破損による溢水
(2)消火水等の放水による溢水
(3)地震起因による溢水
(4)その他の溢水
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図
面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定す
る。なお，「Ⅵ－１－１－７－１　化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する基本方針」の「2.2
再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液
体であることを踏まえ，ここで溢水源として想定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定した
事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は健全なものと仮定して1系統における単一の機器の破
損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定
する

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，特定の事象に起因しない機器の破損を想定した
事象であることを踏まえ，他の系統及び機器は健全なものと仮定して1系統における単一の機器の破
損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定
する。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒想定破損による溢水評価条件の考え方及び評価に関連する運用管理
について補足説明する。
・[補足溢水10] 配管の応力評価
・[補足溢水11] 高エネルギ配管における貫通クラックについて
・[補足溢水12] 応力評価により破損を想定しない配管の管理について
・[補足溢水13] 想定破損評価に用いる溢水量の算定について

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ
配管に分類する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ
配管に分類する。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒想定破損による溢水評価条件の考え方及び評価に関連する運用管理
について補足説明する。
・[補足溢水10] 配管の応力評価
・[補足溢水11] 高エネルギ配管における貫通クラックについて
・[補足溢水12] 応力評価により破損を想定しない配管の管理について
・[補足溢水13] 想定破損評価に用いる溢水量の算定について

8

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管
に分類する。

6

6.2 　考慮すべき溢水事象
溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。
(1)　溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水(以下「想定破損による溢
水」という。)
(2)　再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水に
よる溢水(以下「消火水等の放水による溢水」という。)
(3)　地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにより
発生する溢水を含む。)(以下「地震起因による溢水」という。)
(4)　その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)により生じる溢水(以下「その他の
溢水」という。)
溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図面
等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。な
お，「7.3　設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の「7.3.1　漏えいによる影響を検討する
化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であることを踏ま
え，ここで溢水源として想定する。

7

6.3 　溢水源及び溢水量の設定
6.3.1 　想定破損による溢水
想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内
包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管
は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」
という。)」を想定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管
は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」
という。)」を想定する。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒想定破損による溢水評価条件の考え方及び評価に関連する運用管理
について補足説明する。
・[補足溢水10] 配管の応力評価
・[補足溢水11] 高エネルギ配管における貫通クラックについて
・[補足溢水12] 応力評価により破損を想定しない配管の管理について
・[補足溢水13] 想定破損評価に用いる溢水量の算定について

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比
による応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合
は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれ
ば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を
想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.1　想定破損による溢水】
・破損を想定する機器の考え方
・高エネルギ配管及び低エネルギ配管の破損において，想定する破損形状と溢水量の考え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比
による応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合
は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれ
ば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を
想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒想定破損による溢水評価条件の考え方及び評価に関連する運用管理
について補足説明する。
・[補足溢水10] 配管の応力評価
・[補足溢水12] 応力評価により破損を想定しない配管の管理について
・[補足溢水13] 想定破損評価に用いる溢水量の算定について
・[補足溢水11] 高エネルギ配管における貫通クラックについて

Ⅵ－１－１－６－７－
１－１　配管の強度計
算の方針

【2. 応力評価方針】
・応力評価に基づいて破損形状を設定する配管における応力評価の方針について説明する。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒応力評価に基づいて破損形状を設定する考え方について補足説明す
る。
・[補足溢水10] 配管の応力評価
・[補足溢水11] 高エネルギ配管における貫通クラックについて

Ⅵ－１－１－６－７－
２－１　配管の強度計
算書

【2. 応力評価結果】
・応力評価に基づいて破損形状を設定する配管における応力評価の結果について説明する。

＜想定破損による溢水評価条件＞
⇒応力評価に基づいて破損形状を設定する考え方について補足説明す
る。
・[補足溢水10] 配管の応力評価
・[補足溢水11] 高エネルギ配管における貫通クラックについて

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを
確認するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.1　想定破損による溢水】
・想定する破損形状と溢水量
・応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを
確認するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。

＜設備の経年劣化＞
⇒設備の経年劣化に対する保全内容について補足説明する。
・[補足溢水27] 経年劣化事象と保全内容

9

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，
原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラック」とい
う。)」を想定する。

10

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力の比によ
る応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。
高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える場合は
「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下であれば破
損は 想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラック」を想
定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。

11

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認
するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなる位置とし，溢水量は，異常
の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止するま
での時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統
の保有水量を合算して設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.1　想定破損による溢水】
・想定する破損形状と溢水量
・想定する破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなる位置とし，溢水量は異常の
検知，事象の判断及び漏えい箇所からの特定並びに現場又は中央監視室からの隔離(運転員の状況確
認及び遠隔操作を含む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損個所から
の流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管理す
る。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.1　想定破損による溢水】
・溢水源となりえる機器及び想定する溢水量
・なお，手動による漏えいの停止のために現場及び中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に表示されるパラメータを確認し操作することを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓
及び水噴霧消火設備を溢水源として想定する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備
として，水を噴霧する連結散水からの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量は，消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間から溢水量を設
定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.2　消火水等の放水による溢水】
・溢水源として想定する消火設備
・放水時間及び溢水量の設定方法
・想定する溢水量
・消火水等の放水による溢水は，溢水防護建屋内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓
及び連結散水装置からの放水を溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量の設定においては，消火設備からの単位時間当たりの放水量と放水時間
から溢水量を設定する。

＜消火水等の放水による溢水評価条件＞
⇒消火水等の放水による溢水評価条件の考え方のうち，床面開口部か
らの流下に期待する場合の評価内容について補足説明する。
・[補足溢水28] 流出を期待する床面開口部について

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損は
生じないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認
されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損は
生じないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認
されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

＜溢水源となる機器＞
⇒溢水防護対象設備を内包する建屋に設置される流体を内包する機器
を抽出し，地震により溢水源となるかを評価した結果を補足説明す
る。
・[補足溢水03] 溢水源となる機器のリスト

6.3.3 　地震起因による溢水
(1)　再処理施設内に設置された機器の破損による溢水
地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破損は生じ
ないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震性が確認されて
いない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなる位置とし，
溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含む。)により漏えい停止
するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の
系統の保有水量を合算して設定する。

13

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管理する。

14

6.3.2 　消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋(以下「溢水防護建屋」とい
う。)内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源として設定す
る。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散水からの放水を
溢水源として設定する。
消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する設備からの単位時間当たりの
放水量と放水時間から設定する。

15

12
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保されるも
のについては，溢水源として設定しない。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保されるも
のについては，溢水源として設定しない。

＜地震起因による溢水評価条件＞
⇒地震起因による溢水評価条件の考え方のうち，耐震性を持たせた耐
震B，Cクラス機器の耐震工事の内容，耐震評価対象設備・部位の代表
性，各区画の地震時の溢水源及び溢水量について補足説明する。
・[補足溢水19] 耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容(個別機器)
・[補足溢水35] 溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震評価の内
容
・[補足溢水36] 溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス配管の耐震評価の内
容

Ⅵ－１－１－６－６
溢水への配慮が必要な
施設の耐震設計

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－４
溢水及び化学薬品への
配慮が必要な施設の耐
震性に関する説明書

耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して
機能維持が必要となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて示す。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の影響
が も大きくなるように評価する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.1　想定破損による溢水】
・想定する破損形状と溢水量
【2.2　消火水等の放水による溢水】
・放水時間及び溢水量の設定方法
【2.3　地震起因による溢水】
・溢水量の算定方法
・溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の影響
が も大きくなるように評価する。

※補足すべき事項の対象なし

16

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保されるものに
ついては，溢水源として設定しない。

17

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の影響が
も大きくなるように評価する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震動
Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合
において，溢水源となる配管については，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる
容器については，全保有水量を溢水量して設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震動
Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合
において，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容器は，
全保有水量を溢水量として設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力に
より生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.3　地震起因による溢水】
・地震起因の溢水源として想定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解析条件及び溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力に
より生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量
を設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.3　地震起因による溢水】
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの評価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングの解析条件及び溢水量
・また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出に当たっては，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏えいする溢水量
を設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて
発生が想定されるその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タン
ク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定
し，各事象において溢水源及び溢水量を設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【2.4　その他の溢水】
・その他の溢水として，想定する事象の考え方
・地震以外の自然現象に関する溢水評価
・地下水に対する評価の考え方

＜その他の溢水として想定する事象の考え方＞
⇒その他の溢水として，想定する事象の考え方について補足説明す
る。
・[補足溢水23] その他の漏えい事象に対する確認について

21

6.3.4 　その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生
が想定されるその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タンク
等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作動を想定し，各
事象において溢水源及び溢水量を設定する。

18

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地震動Ｓｓ
によって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。この場合におい
て，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器は，全保有水量を溢水量と
して設定する。

19

(2)　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震力により
生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定する。

20

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量については，基準地震動Ｓｓによる地震
力により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設定する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，溢水防護対象設備が設置されている区画，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室並びに運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする又は必要
により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部(以下「アクセス通路部」という。)について
設定する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする又は必要により隔離(系統のポン
プ停止，製造工程の停止を含む。)の操作が必要な設備にアクセスする通路部
【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある
高さ並びに溢水防護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在しない区画又は通路)との間におけ
る伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部及び貫通部，床面開
口部及び貫通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する流入防止対策の有無を踏まえ，溢水防護
区画内の水位が も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定する。

＜溢水防護区画の設定，溢水経路の設定＞
⇒溢水評価における建屋内での溢水の流下モデルを補足説明する。
・[補足溢水04] 溢水経路のモデル図

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等の組合せによって他の区画と分離される区画として設定
し，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等の設置状況を踏まえ，
溢水の伝播に対する評価条件を設定する。
・溢水評価に当たって考慮する溢水経路は，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損
なうおそれがある高さ並びに溢水防護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在しない区画又は
通路)との間における伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通部，天井開口部
及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する流入防止対策の有無
を踏まえ，溢水防護区画内の水位が も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定す
る。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設定】
・溢水防護区画の設定の考え方
・溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差，シャッター及びハッチ又はそれらの組み合わせによって他の
区画と分離される区画として設定し，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差，シャッター及び
ハッチについては，現場の設備等の設置状況を踏まえ，溢水の伝播に対する評価条件を設定する。
【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方
・溢水評価において考慮する溢水経路は，溢水防護区画とその他の区画(溢水防護対象設備が存在し
ない区画又は通路)との間における伝播経路となる防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部及び貫通
部，天井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレンの連接状況並びにこれらに対する流入
防止対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内の水位が も高くなるように，より厳しい結果を与える経
路を設定する。

＜溢水防護区画の設定，溢水経路の設定＞
⇒溢水評価における建屋内での溢水の流下モデルを補足説明する。
・[補足溢水04] 溢水経路のモデル図

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消火
水の伝播を考慮した溢水経路とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【3.溢水防護区画及び溢水経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路の設定の考え方
・消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消火
水の伝播を考慮する。

※補足すべき事項の対象なし

24

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉からの消
火水の伝播を考慮する。

22

6.4 　溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。
(1)　溢水防護対象設備が設置されている区画
(2)　中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
(3)　運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路部又は必要により隔離等の操
作が必要な設備にアクセスする通路部

23

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として
設定する。
溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ
(以下「機能喪失高さ」という。)及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏ま
え，溢水防護区画内の水位が も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.2　溢水評価条件の設定】
・「溢水評価条件の設定」に関する基本方針
・防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方

・溢水経路を構成する壁，扉，堰，床段差，シャッター及びハッチは，基準地震動Ｓｓによる地震力
等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対し，必要な健全性を維持できるとともに，保
守管理並びに防水扉及び水密扉の閉止運用を適切に実施することにより溢水の伝播を防止できるもの
とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，溢
水防護対象設備が安全機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較し，溢
水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。
・壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止
する対策及び緊急遮断弁又は漏えい検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水防護対象
設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【4.　溢水評価】
・溢水評価の考え方
【4.1　没水影響に対する評価方法】
・没水影響評価方法，判定基準
・想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，防
護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)を比較し
評価する。

＜溢水評価＞
⇒溢水評価における各段階での確認内容及び評価における保守性並び
に溢水発生後の運用に関して補足説明する。
・[補足溢水29] 溢水評価における確認内容について
・[補足溢水30] 溢水評価に用いる各項目の保守性と有効数字の処理に
ついて
・[補足溢水31] 現場確認における環境想定について

＜没水影響評価方法，判定基準＞
⇒没水影響評価における床勾配の取扱いについて補足説明する。
・[補足溢水01] 機能喪失高さについて
・[補足溢水24] 溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さについて
・[補足溢水25] 没水影響評価における床勾配について

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価
結果

【2.　溢水評価】
・溢水評価の考え方
【2.1　没水影響に対する評価結果】
・没水影響評価結果
・没水影響評価結果について説明する。
「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明
する。

＜没水影響評価結果＞
⇒没水影響評価結果について補足説明する。
・※[補足溢水05] 想定破損により生じる没水影響評価
・※[補足溢水06] 消火水等の放水により生じる没水影響評価
・※[補足溢水07] 地震に起因する溢水により生じる没水影響評価
※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する説明書」からの展開

25

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。

26

6.5 　溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.5.1 　没水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，溢水防
護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。
また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防
止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する対策により，溢水
防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設計方針については，第2章
個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに天井
面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を
損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発
生した溢水の流入を防止する対策又は溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設備への
被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【4.2　被水影響に対する評価方法】
・被水影響評価方法，判定基準
・想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに天井
面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある防護すべき設備が要求される機
能を損なわないことを評価する。
・保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発
生した溢水の流入を防止する対策又は溢水防護板の設置による発生した溢水の溢水防護対象設備への
被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価
結果

【2.2　被水影響に対する評価結果】
・被水影響評価結果
・被水影響評価結果について説明する。
「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明
する。

＜被水影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒被水影響評価における想定する各溢水事象に対する評価結果につい
て補足説明する。
・※[補足溢水08] 被水影響評価結果

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する説明書」からの展開

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において
水を用いない消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【4.2　被水影響に対する評価方法】
・被水影響評価方法，判定基準
・消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において
水を用いない消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価
結果

【2.2　被水影響に対する評価結果】
・被水影響評価結果
・被水影響評価結果について説明する。
「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明
する。

＜被水影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒被水影響評価における想定する各溢水事象に対する評価結果につい
て補足説明する。
・※[補足溢水08] 被水影響評価結果

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する説明書」からの展開

28

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画において固定
式消火設備等の水を用いない消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない設計とする。

27

6.5.2 　被水の影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに天井面の
開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安全機能を損なわ
ないことを評価する。
また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設
置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防護板の設置による発生した溢
水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被水により安全機能を損な
わない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第2章
個別項目の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を 小限に止め
るため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事
項として保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【4.2　被水影響に対する評価方法】
・被水影響評価方法，判定基準及び評価結果
・水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を 小限に止めるた
め，防護すべき設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項とし
て保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価
結果

【2.2　被水影響に対する評価結果】
・被水影響評価結果
・被水影響評価結果について説明する。

「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明
する。

＜被水影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒被水影響評価における想定する各溢水事象に対する評価結果につい
て補足説明する。
・※[補足溢水08] 被水影響評価結果

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する説明書」からの展開

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件や解
析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の
健全性を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入
を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置若しくはターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減する対策，蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水
防護対象設備への曝露を防止する対策又は溢水防護対象設備への蒸気曝露試験若しくは机上評価によ
る健全性の確認により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【4.3　蒸気影響に対する評価方法】
・蒸気影響評価方法，判定基準
・想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件や解
析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の
健全性を確認することで，蒸気の影響により要求される機能を損なわないことを評価する。
・蒸気影響に対する防護設計として，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入
を防止する対策，自動で漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置若しくはターミナ
ルエンド防護カバーの設置による漏えい蒸気量を低減する対策，蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水
防護対象設備への曝露を防止する対策又は溢水防護対象設備への蒸気曝露試験若しくは机上評価によ
る健全性の確認により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。

＜蒸気影響評価方法，判定基準＞
⇒蒸気影響評価における蒸気拡散解析結果の例示，蒸気の直接噴出に
対する影響，蒸気曝露試験結果について補足説明する。
・[補足溢水14] GOTHICコードの妥当性について
・[補足溢水15] 破損配管からの蒸気噴流の影響について
・[補足溢水16] 蒸気拡散解析の結果例
・[補足溢水17] 蒸気曝露試験について
・[補足溢水18] 蒸気漏えい量が少ない場合における影響評価

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価
結果

【2.3　蒸気影響に対する評価結果】
・蒸気影響評価結果
・蒸気影響評価結果について説明する。

「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」に示す重大事故等対処設備に対する設計方針に基づく溢水評価についても説明
する。

＜蒸気影響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒蒸気影響評価結果について補足説明する。
・[補足溢水09] 蒸気影響評価結果※

※「Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備
が使用される条件の下における健全性に関する説明書」からの展開

29

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を 小限に止めるた
め，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及び留意事項とし
て保安規定に定めて，管理する。

30

6.5.3 　蒸気影響に対する評価及び防護設計方針
想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件や解析区
画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対象設備の健全性
を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。
また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対策，自動で漏えい蒸
気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設置による漏えい
蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備への曝露を防止する対策
により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設計とする。
自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目
の「7.3.5　溢水防護設備」に示す。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外
へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することによりスロッシング水量を
低減する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【4.4　燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価方法】
・燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価方法
・基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外
へ漏えいする水の量を三次元流動解析により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することによりスロッシング水量を
低減する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価
結果

【2.4　燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価結果】
・燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価結果
・燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価結果について説明する。

＜燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する影
響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出方法
及び東日本大震災時に福島第二発電所で起こったスロッシング事象に
対する対策の検討結果について補足説明する。
・[補足溢水20] 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
量の算出

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯
蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認
し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【4.4　燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価方法】
・燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価方法
・算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯
蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認
し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
また，スロッシングによる溢水(その他機器の地震起因による溢水を含む。)の影響を受けて，燃料貯
蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能の維持に必要な機器が安
全機能を損なうおそれがないことを確認する設計とする。溢水防護対象設備が溢水により安全機能を
損なうおそれがある場合には，防護対策その他の適切な処置を実施する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価
結果

【2.4　燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価結果】
・燃料貯蔵プール・ピット等の機能維持に関する評価結果について説明する。

＜燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する影
響評価方法，判定基準及び評価結果＞
⇒燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出方法
及び東日本大震災時に福島第二発電所で起こったスロッシング事象に
対する対策の検討結果について補足説明する。
・[補足溢水20] 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水
量の算出

31

6.5.4 　燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及び防護設計方針
基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等の外へ漏
えいする溢水量を三次元流動解析により評価する。
その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することにより溢水量を低減する設計
とする。

32

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃料貯蔵
プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されることを確認し，
それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。
・屋外で発生を想定する溢水に対しては，建屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期
待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防
止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
・地表面に滞留する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で期待する
範囲を境界とした溢水防護建屋内へ流入しないよう，建屋外壁の開口部の設置高さを確保する設計と
する。
・また，地下水に対しては，流入経路に地下水面からの水頭圧に耐える壁(貫通部止水処置を含
む。)，扉等による流入防止措置を実施することにより，地下水の流入による影響を評価する上で期
待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を防止する設計とし，建屋内の溢水防護対象設備が
安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【4.1.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価方法】
・屋外の防護すべき設備に対する評価方法

【4.2.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価方法】
・屋外の防護すべき設備に対する評価方法

【4.3.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価方法】
・屋外の防護すべき設備に対する評価方法

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価
結果

【2.1.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価結果】
・屋外の防護すべき設備に対する評価結果

【2.2.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価結果】
・屋外の防護すべき設備に対する評価結果

【2.3.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価結果】
・屋外の防護すべき設備に対する評価結果

＜屋外で発生する溢水に関する評価＞
⇒屋外で発生する溢水に対する影響評価結果について補足説明する。
・[補足溢水21] 屋外タンク等の溢水による溢水防護建屋の影響評価結
果
・[補足溢水22] 地下水による影響評価について
・[補足溢水37]屋外に設置する防護すべき設備の評価結果

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.3　溢水評価及び防護設計方針】
・「溢水影響に関する評価」に関する基本方針
・屋外で発生を想定する溢水
・屋外で発生する溢水により屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを，溢水防護建屋
内で発生する溢水の評価と同様に評価する。
・屋外で発生する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水により没水し，屋外の溢水防護対象設
備の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，必要な機能喪失高
さを確保する設計とする。また，屋外で発生を想定する溢水により被水し，屋外の溢水防護対象設備
の安全機能を損なわないよう，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，水の浸入経路からの
水の浸入を防ぐ保護構造を有する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価
方針

【4.1.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価方法】
・屋外の防護すべき設備に対する評価方法

【4.2.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価方法】
・屋外の防護すべき設備に対する評価方法

【4.3.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価方法】
・屋外の防護すべき設備に対する評価方法

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価
結果

【2.1.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価結果】
・屋外の防護すべき設備に対する評価結果

【2.2.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価結果】
・屋外の防護すべき設備に対する評価結果

【2.3.2　屋外で発生する溢水に関する溢水評価結果】
・屋外の防護すべき設備に対する評価結果

＜屋外で発生する溢水に関する評価＞
⇒屋外で発生する溢水に対する影響評価方法及び結果について補足説
明する。
・[補足溢水21] 屋外タンク等の溢水による溢水防護建屋の影響評価結
果
・[補足溢水22] 地下水による影響評価について
・[補足溢水37] 屋外に設置する防護すべき設備の評価結果

34

6.6.2　屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針
屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評価する。
また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，溢水水位を上
回る機能喪失高さを確保すること，保護構造を有すること及び机上評価にて健全性を確認することによ
り，屋外の溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を損なわない設計とす
る。

33

6.6　屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針
6.6.1　溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針
 屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。
 また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価する上で
期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等により防
止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針については，第2章　個別項目の
「7.3.5　溢水防護設備」に示す。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
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第2章　個別項目
7.　その他再処理設備の附属施設
7.3　その他の主要な事項
7.3.5 溢水防護設備
溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の「2.　地盤」，「3.　自
然現象等」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防
止」，「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9.　設備に対する要
求」に基づくものとする。

― ― ―

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を損な
わない設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処理
施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水又
は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，溢水防護設備に
より溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
溢水防護設備は，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，貫通部止水処置，溢水防護板，自動検知・
遠隔隔離システム，ターミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，緊急遮断弁及び漏えい検知器，止水
板及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわ
ない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【2．設計の基本方針】
・溢水防護設備の設計の基本方針
・再処理施設内における溢水の発生により，添付書類「Ⅵ－１－１－６－２　溢水防護対象設備の選
定」及び「Ⅴ-1-1-４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」にて選定している防護すべき設備が要求される機能を損なわない設計とす
るため，溢水防護に必要な設備を設置する。
・溢水防護に必要な設備は，「Ⅵ－１－１－６－３　溢水影響に関する評価方針」にて設定している
溢水防護区画及び溢水源，溢水量及び溢水経路，「Ⅵ－１－１－６－４　溢水影響に関する評価結
果」にて評価している溢水水位による静水圧，蒸気噴出荷重及び基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
て，その機能を維持又は保持できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を損なわな
い設計とする。
そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，再処理施
設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水又は燃
料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，溢水防護設備により，
溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。
また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維持できる
設計とする。
溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，溢水防護板，
自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊急遮断弁，漏え
い検知器，液位計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水防護対象設備が溢水に
より安全機能を損なわない設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁
及び貫通部止水処置は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入防止対策を図ることによ
り，溢水防護区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とす
る。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁及
び貫通部止水処置並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対
して流入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因と
なる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.1　溢水伝播を防止する設備】
・溢水伝播を防止する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

＜溢水防護設備の構造強度設計＞
⇒溢水防護設備の止水性に関する評価結果を補足説明する。
・[補足溢水26]溢水防護設備の止水性について

＜溢水防護対策＞
⇒溢水経路としない貫通部の止水処置実施箇所を補足説明する。
・[補足溢水32] 貫通部止水処置の実施箇所について

Ⅵ－１－１－６－６
溢水への配慮が必要な
施設の耐震設計

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の準拠規格，構造計画，配置計画及び機器・配管系の支持
方針について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－７－
１－２　溢水防護設備
の強度計算の方針

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するための溢水防護設備の構造健全性に対する強度評価の基
本方針について説明する。
【3. 溢水防護設備の評価方針】
・各溢水防護設備の評価対象部位の選定に係る考え方及び評価方針について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに荷重の算定方法】
・溢水防護設備の強度評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせ並びに荷重の算定方法について説明す
る。
 [5. 許容限界]
・溢水防護設備の強度評価に用いる許容限界について説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水防護設備の強度評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－７－
２－２　溢水防護設備
の強度計算書

【2. 一般事項】
・溢水防護設備の配置計画等について説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水防護設備の評価条件等について説明する。
【4. 評価結果】
・溢水防護設備の強度評価結果について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－４
溢水及び化学薬品への
配慮が必要な施設の耐
震性に関する説明書

耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して
機能維持が必要となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて示す。

※補足すべき事項の対象なし

37

(1)　流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆
止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防護区画外
の溢水に対して，流入を防止する設計とする。
また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設計とす
る。
流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁並
びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流入防止機能が維
持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷
重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・溢水防護板は，被水による影響評価を踏まえて設置し，溢水防護対象設備が被水により安全機能を
損なわないよう設置する設計とする。
溢水源及び溢水経路に対して設置する溢水防護板は，想定する水圧に耐える設計とし，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対して，被水を防止する当該機能を損なわないよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基準
地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該
機能を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.2 被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。

【4.2 被水影響を防止する設備】
・被水影響を防止する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－６
溢水への配慮が必要な
施設の耐震設計

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－４
溢水及び化学薬品への
配慮が必要な施設の耐
震性に関する説明書

耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して
機能維持が必要となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて示す。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，溢水源とな
る空調用蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する設計とする。
空調用蒸気設備に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以内に自動隔離する設計とする。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保されない場合には，破
損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.3　蒸気影響を緩和する設備】
・蒸気影響を緩和する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機
能設計の方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

38

(2)　溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する設計とし，溢水防護対象設
備が被水により安全機能を損なわないよう設置する設計とする。
溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作し，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考慮しても当該機能
を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。

39

(3)　自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，蒸気の漏
えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する設計とする。
溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以内に自動隔離する設計とす
る。
また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保されない場合には，破損
想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

40

(4)　蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう，溢水防護対象
設備に対して設置する設計とする。
蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。
蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破損により
生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が損なわれない設計とする。

― ― ―

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機能
設計の方針を説明する。

＜溢水防護対策＞
⇒溢水防護対策として実施する緊急遮断弁の設計概要を補足説明す
る。
・[補足溢水32]　緊急遮断弁について

Ⅵ－１－１－６－６
溢水への配慮が必要な
施設の耐震設計

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－４
溢水及び化学薬品への
配慮が必要な施設の耐
震性に関する説明書

耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して
機能維持が必要となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて示す。

※補足すべき事項の対象なし

42

(6)　漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室からの手動遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。

― ― ―

(5)　溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御建屋に設置する
地震計からの信号で作動する又は弁の感震機構で作動することにより，他建屋から流入する系統を隔離
できる設計とし，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計とする。
地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計とする。

41
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類
Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設
計

【3.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備に対する，溢水防護上で期待する要求機能及び性能目標を説明する。
【4.4　溢水量を低減する設備】
・溢水量を低減する設備の溢水影響に対して要求される機能設計上の性能目標を達成するための機能
設計の方針を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－６
溢水への配慮が必要な
施設の耐震設計

【1. 概要】
・本資料の説明概要
【2. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針
【2.1 基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の基本方針について説明する。
【2.2 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の対象について説明する。
【2.3 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備の耐震設計の基本方針について説明する。
【3. 地震力の設定】
・地震力の設定について説明する。
【4. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備に要求される機能及び機能維持の方針について説明する。
【5. 耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項】
・耐震Ｂ，Ｃクラス機器及び溢水防護設備のその他耐震設計に係る事項について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－７－
１－２　溢水防護設備
の強度計算の方針

【2. 強度評価の基本方針】
・溢水防護上で期待する性能目標を達成するための溢水防護設備の構造健全性に対する強度評価の基
本方針について説明する。
【3. 溢水防護設備の評価方針】
・各溢水防護設備の評価対象部位の選定に係る考え方及び評価方針について説明する。
【4. 荷重及び荷重の組合せ並びに荷重の算定方法】
・溢水防護設備の強度評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせ並びに荷重の算定方法について説明す
る。
 [5. 許容限界]
・溢水防護設備の強度評価に用いる許容限界について説明する。
【5. 強度評価方法】
・溢水防護設備の強度評価方法について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ－１－１－６－７－
２－２　溢水防護設備
の強度計算書

【2. 一般事項】
・溢水防護設備の配置計画等について説明する。
【3. 強度評価方法】
・溢水防護設備の評価条件等について説明する。
【4. 評価結果】
・溢水防護設備の強度評価結果について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ－４
溢水及び化学薬品への
配慮が必要な施設の耐
震性に関する説明書

耐震B，Cクラスで申請する溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設のうち，基準地震動Ｓｓに対して
機能維持が必要となるものに係る具体的な方針及び計算結果は「Ⅳ－４　溢水及び化学薬品への配慮
が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて示す。

※補足すべき事項の対象なし

44

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安規定に定めて，管理する。 Ⅵ－１－１－６－１
溢水による損傷の防止
に対する基本方針

【2.4　溢水防護設備の設計方針】
・「溢水防護設備の構造強度設計」に関する基本方針
・また，溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管理，点検を実施するととも
に必要に応じ補修を実施することを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

43

(7)　止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置することによりスロッシング水量を低
減し，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保される
ことを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とする。
止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水量を低減する性能が損なわれ
ない設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５②

展開要否 理由
【2 溢水防護対象設備の選
定】
【2.1 溢水防護対象設備の選
定方針】
・溢水防護対象設備の選定方
針

[補足溢水
33]

燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を維持するため
に必要な設備の扱いについて

[補足溢水
02]

評価対象外とする溢水防護対象設備の考え方について 1.2 溢水防護対象設備の選定について

〇

[補足溢水
34]

安全冷却水B冷却塔の概略評価結果

[補足溢水
10]

配管の応力評価 5.1 高エネルギー配管の応力評価

〇

[補足溢水
12]

応力評価により破損を想定しない配管の管理について 5.4 減肉等による評価について

〇

[補足溢水
13]

想定破損評価に用いる溢水量の算定について 5.5 想定破損評価に用いる溢水量の算定について

〇

[補足溢水
11]

高エネルギ配管における貫通クラックについて 5.3 高エネルギー配管における貫通クラックについて

〇

＜設備の経年劣化＞ [補足溢水
27]

経年劣化事象と保全内容 9.7 経年劣化事象と保全内容

〇

【2.2　消火水等の放水によ
る溢水】
・溢水源として想定する消火
設備
・放水時間及び溢水量の設定
方法
・想定する溢水量

＜消火水等の放水による溢水評価
条件＞

[補足溢水
28]

流出を期待する床面開口部について 9.9 流下開口を考慮した没水高さについて

〇

[補足溢水
19]

耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容(個別機器) 7.1 耐震B,Cクラス機器の耐震工事の内容(個別機器)

〇

[補足溢水
35]

溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震評価の内容

[補足溢水
36]

溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス配管の耐震評価の内容

＜溢水源となる機器＞ [補足溢水
03]

溢水源となる機器のリスト 2.1 溢水源となる機器のリスト

〇

【2.4　その他の溢水】
・その他の溢水として，想定
する事象の考え方
・地震以外の自然現象に関す
る溢水評価
・地下水に対する評価の考え
方
・溢水源となりえる機器及び
想定する溢水量

＜その他の溢水として想定する事
象の考え方＞

[補足溢水
23]

その他の漏えい事象に対する確認について 8.5 その他の漏えい事象に対する確認について

〇

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

＜想定破損による溢水評価条件＞

【2.2 評価対象の溢水防護対
象設備の選定】
・評価対象の溢水防護対象設
備の選定結果

Ⅵ－１－１－６－２
溢水防護対象設備の選定

【2. 溢水源及び溢水量の設
定】
・想定する溢水事象
【2.1　想定破損による溢
水】
・破損を想定する機器の考え
方
・高エネルギ配管及び低エネ
ルギ配管の破損において，想
定する破損形状と溢水量の考
え方
・想定する破損形状と溢水量
・溢水源となり得る機器及び
想定する溢水量

＜溢水評価対象の溢水防護対象設
備の選定＞

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価方針

【2.3　地震起因による溢
水】
・地震起因の溢水源として想
定する機器の考え方
・溢水量の算定方法
・想定する溢水量
・燃料貯蔵プール・ピット等
のスロッシングの評価方針
・燃料貯蔵プール・ピット等
のスロッシングの解析条件及
び溢水量

【補足-310】　その他発
電用原子炉の附属施設の
うち溢水防護に関する施
設に係る補足説明資料

＜地震起因による溢水評価条件＞
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
【3．溢水防護区画及び溢水
経路の設定】
・溢水防護区画及び溢水経路
の設定の考え方
【3.1　溢水防護区画の設
定】
・溢水防護区画の設定の考え
方
【3.2　溢水経路の設定】
・溢水経路の設定の考え方

＜溢水防護区画の設定，溢水経路
の設定＞

[補足溢水
04]

溢水経路のモデル図 2.2 溢水経路のモデル図

〇

[補足溢水
29]

溢水評価における確認内容について 9.10 内部溢水影響評価における確認内容について

〇

[補足溢水
30]

溢水評価に用いる各項目の保守性と有効数字の処理について 9.11 内部溢水影響評価に用いる各項目の保守性と有効数字の処理について

〇

[補足溢水
31]

現場確認における環境想定について 9.13 現場操作の実施可能性について

〇

[補足溢水
01]

機能喪失高さについて 1.1 機能喪失高さについて

〇

[補足溢水
24]

溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さについて 9.1 溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さ

〇

[補足溢水
25]

没水影響評価における床勾配について 9.3 没水影響評価における床勾配について

〇

【4.2　被水影響に対する評
価方法】
・被水影響評価方法，判定基
準

＜被水影響評価方法，判定基準＞

[補足溢水
14]

GOTHICコードの妥当性について 5.7 ＧＯＴＨＩＣコードの妥当性について

〇

[補足溢水
15]

破損配管からの蒸気噴流の影響について 5.9 破損配管からの蒸気噴流の影響について

〇

[補足溢水
16]

蒸気拡散解析の結果例 5.10 蒸気拡散解析の結果例

〇

[補足溢水
17]

蒸気曝露試験について 5.11 蒸気曝露試験について

〇

[補足溢水
18]

蒸気漏えい量が少ない場合における影響評価 5.12 蒸気漏えい量が少ない場合における影響評価

〇

【4.4　燃料貯蔵プール・
ピット等の機能維持に関する
評価方法】
・燃料貯蔵プール・ピット等
のスロッシング後の機能維持
に関する影響評価方法，判定
基準

＜燃料貯蔵プール・ピット等のス
ロッシング後の機能維持に関する
影響評価方法＞

Ⅵ－１－１－６－３
溢水影響に関する評価方針

＜蒸気影響評価方法，判定基準＞

【補足-310】　その他発
電用原子炉の附属施設の
うち溢水防護に関する施
設に係る補足説明資料

【4.　溢水評価】
・溢水評価の考え方

＜溢水評価＞

＜没水影響評価方法，判定基準＞【4.1　没水影響に対する評
価方法】
・没水影響評価方法，判定基
準

【4.3　蒸気影響に対する評
価方法】
・蒸気影響評価方法，判定基
準
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
[補足溢水
05]

想定破損により生じる没水影響評価 2.4 想定破損により生じる没水影響評価結果(設計基準対象施設)
〇

[補足溢水
06]

消火水等の放水により生じる没水影響評価 2.7 消火水の放水により生じる没水影響評価結果(設計基準対象施設)
〇

[補足溢水
07]

地震に起因する溢水により生じる没水影響評価 2.10 地震に起因する溢水により生じる没水影響評価(設計基準対象施設)
〇

【2.2　被水影響に対する評
価結果】
・被水影響評価結果

＜被水影響評価結果＞ [補足溢水
08]

被水影響評価 3.1 被水影響評価結果

〇

【2.3　蒸気影響に対する評
価結果】
・蒸気影響評価結果

＜蒸気影響評価結果＞ [補足溢水
09]

蒸気影響評価結果 4.2 蒸気影響評価結果(設計基準対象施設)

〇

【2.4　燃料貯蔵プール・
ピット等の機能維持に関する
評価結果】
・燃料貯蔵プール・ピット等
の機能維持に関する評価結果

＜燃料貯蔵プール・ピット等のス
ロッシング後の機能維持に関する
影響評価結果＞

[補足溢水
20]

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量の算出 7.3 使用済燃料プール等のスロッシングによる溢水量の算出

〇

[補足溢水
21]

屋外タンク等の溢水による溢水防護建屋の影響評価結果 8.3 屋外タンク等の溢水による影響評価

〇

[補足溢水
22]

地下水による影響評価について 8.4 地下水による影響評価

〇

[補足溢水
37]

屋外に設置する防護すべき設備の評価結果

Ⅵ－１－１－６－４
溢水影響に関する評価結果

【2.1.2　屋外で発生する溢
水に関する溢水評価結果】
・屋外の防護すべき設備に対
する評価結果

【2.2.2　屋外で発生する溢
水に関する溢水評価結果】
・屋外の防護すべき設備に対
する評価結果

【2.3.2　屋外で発生する溢
水に関する溢水評価結果】
・屋外の防護すべき設備に対
する評価結果

＜屋外で発生する溢水に関する評
価＞

＜没水影響評価結果＞【2．溢水評価結果】
・溢水評価の結果
【2.1　防護すべき設備を内
包する建屋内で発生する溢水
に関する溢水評価】
・没水影響評価結果

【補足-310】　その他発
電用原子炉の附属施設の
うち溢水防護に関する施
設に係る補足説明資料
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
[補足溢水
26]

溢水防護設備の止水性について 9.5 浸水防護施設の止水性について

〇

[補足溢水
32]

貫通部止水処置の実施箇所について 9.19 建屋内貫通部止水処置の実施箇所について
〇

Ⅵ－１－１－６－５
溢水防護設備の詳細設計

【2．設計の基本方針】
・溢水防護設備の設計の基本
方針
【3．要求機能及び性能目
標】
・各溢水防護設備の要求機能
及び性能目標
【3.1　溢水伝播を防止する
設備】
・溢水伝播を防止する設備の
要求機能及び性能目標
【3.2 被水影響を防止する設
備】
・被水影響を防止する設備の
要求機能及び性能目標
【3.3　蒸気影響を緩和する
設備】
・蒸気影響を緩和する設備の
要求機能及び性能目標
【3.4　溢水量を低減する設
備】
・溢水量を低減する設備の要
求機能及び性能目標
【4．機能設計】
・各溢水防護設備の機能設計
【4.1　溢水伝播を防止する
設備】
・溢水伝播を防止する設備の
機能設計
【4.2 被水影響を防止する設
備】
・被水影響を防止する設備の
機能設計
【4.2　蒸気影響を緩和する
設備】
・蒸気影響を緩和する設備の
機能設計
【4.3　溢水量を低減する設
備】
・溢水量を低減する設備の機
能設計

＜溢水防護設備の構造強度設計＞ 【補足-310】　その他発
電用原子炉の附属施設の
うち溢水防護に関する施
設に係る補足説明資料

[補足溢水
38]

溢水防護板の防水試験について

1112

■■■
1117

■
1117



補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
1.3 溢水評価対象の重大事故等対処設備の選定について

－

本補足説明資料については第36条重
大事故等対処設備の補足説明資料と
するため。

1.4 内部溢水影響評価の対象について(設計基準対象施設)

－

本補足説明資料の内容については設
備と各条文の関連をまとめて説明す
るため。

1.5 内部溢水，火災防護及び外部事象における防護対象設備の比較について(重大事故等対処設
備)

－

本補足説明資料の内容については設
備と各条文の関連をまとめて説明す
るため。

2.3 想定破損による没水影響評価について

－

再処理施設では補足説明資料「想定
破損により生じる没水影響評価」に
てまとめて説明するため。

2.5 想定破損により生じる没水影響評価結果(重大事故等対処設備)

－

再処理施設では補足説明資料「想定
破損により生じる没水影響評価」に
てまとめて説明するため。

2.6 消火活動に伴う溢水について

－

再処理施設では補足説明資料「消火
水等の放水により生じる没水影響評
価」にてまとめて説明するため。

2.8 消火水の放水により生じる没水影響評価結果(重大事故等対処設備)

－

再処理施設では補足説明資料「消火
水等の放水により生じる没水影響評
価」にてまとめて説明するため。

2.9 地震に起因する溢水源リスト

－

再処理施設では補足説明資料「地震
に起因する溢水により生じる没水影
響評価」にてまとめて説明するた
め。

2.11 地震に起因する溢水により生じる没水影響評価(重大事故等対処設備)

－

再処理施設では補足説明資料「地震
に起因する溢水により生じる没水影
響評価」にてまとめて説明するた
め。

4.1 蒸気影響評価に用いる環境条件について

－

再処理施設では補足説明資料「蒸気
影響評価結果」にてまとめて説明す
るため。

4.3 蒸気影響評価結果(重大事故等対処設備)

－

再処理施設では補足説明資料「蒸気
影響評価結果」にてまとめて説明す
るため。

5.2 高エネルギー配管のうち低エネルギー配管に分類できる系統について

－

再処理施設ではプラント運転期間の
うち高エネルギ配管として運転して
いる時間の割合で低エネルギ配管に
分類する系統がないため

5.6 防護カバーの管理について

－

蒸気漏えい影響軽減対策として発電
炉で実施したターミナルエンド防護
カバーと同じ対策がないため

5.8 溢水及び蒸気漏えいに対する隔離システムについて

－

再処理施設では添付書類にて説明す
るため。

5.13 原子炉建屋内における所内蒸気系統からの蒸気漏えい対策

－

発電炉では使用していない蒸気配管
を蒸気漏えい影響がないように撤去
する特有事項であり再処理施設では
同様の対策はないため

6.1 消火水の放水による溢水に対する評価の概要について

－

再処理施設では補足説明資料「消火
水等の放水により生じる没水影響評
価」にてまとめて説明するため。

7.2 溢水防護に関する施設の耐震評価対象設備・部位の代表性及び網羅性について

－

再処理施設では添付書類にて説明す
るため。

【補足-310】　その他発
電用原子炉の附属施設の
うち溢水防護に関する施
設に係る補足説明資料
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
8.1 タービン建屋における溢水影響評価

－

発電炉のタービン建屋では復水器の
冷却水として循環水ポンプからの海
水を大量に供給しているが，この海
水が溢水となる場合の特有の評価を
しているため

8.2 海水ポンプ室循環水ポンプエリアにおける溢水影響評価

－

発電炉の復水器の冷却水として循環
水ポンプからの海水を大量に供給し
ているが，この海水が循環水ポンプ
エリアにおいて溢水となる場合の特9.2 ケーブルの被水影響評価について

－
高経年プラント特有の評価のため

9.4 鉄筋コンクリート壁の水密性について

－

技術基準要求の違いによる発電炉特
有の評価のため

9.6 放射性物質を含む液体の管理区域外漏えい防止対策について
－

技術基準要求の違いによる発電炉特
有の評価のため

9.8 内部溢水影響評価における判定表

－

発電炉の安全解析で求められる機能
別に必要な設備が，溢水発生時に機
能維持できるかを判別する内容を記
している発電炉特有事項のため

9.12 使用済燃料プール水のダクト流入防止対策について

－

再処理施設では補足説明資料「使用
済燃料プール等のスロッシングによ
る溢水量の算出」にてまとめて説明
するため。

9.14 ほう酸水漏えい等による影響について
－

ほう酸水を扱う発電炉特有事項のた
め

9.15 原子炉建屋原子炉棟６階に関する対策・運用について

－

東海第二の溢水評価上，原子炉建屋
原子炉棟６階では東側エリアに溢水
を流下させない発電炉特有事項のた
め

9.16 床ドレンファンネル排水における漏えい系統の検知時間及び溢水量評価について

－

床ドレンファンネルからの排水に期
待する発電炉特有事項のため

9.17 原子炉建屋原子炉棟 終滞留区画における溢水発生後の復旧について

－

再処理では溢水発生後の現場へのア
クセスについての説明は，第36条重
大事故等対処設備の添付書類とする
ため。

9.18 想定破損による溢水検知のための漏えい検知器設置の考え方について

－

漏えい検知器を設置する発電炉特有
事項のため

9.20 使用済燃料プールの冷却・給水機能の維持について

－

燃料プール冷却浄化系の機能が喪失
する場合，残留熱除去系による燃料
プール冷却，給水機能が期待できる
ことから，これに関する切り替え操
作の説明であり発電炉特有事項のた
め

9.21 管理区域外伝播防止堰の評価方法について
－

技術基準要求の違いによる発電炉特
有の評価のため

【補足-310】　その他発
電用原子炉の附属施設の
うち溢水防護に関する施
設に係る補足説明資料

基本設計方針からの展開で抽出された補足すべき事項と発電炉の補足説明資料の説明項

目を比較した結果，追加で補足すべき事項はない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
1. 溢水影響評価について 1. 溢水評価について

1.1 機能喪失高さについて 機能喪失高さについて
溢水による機能喪失高さの考え方及び評価対象の溢水防
護対象設備のリスト

[補足溢水01]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし

溢水09
機能喪失高さについ

て

溢水による機能喪失高さの考え方及び評価対象の溢水防
護対象設備のリスト

評価対象外とする溢水防護対象設備の考え方及び評価対
象外とする溢水防護対象設備のリスト

[補足溢水02]

溢水02
評価対象外とする溢
水防護対象設備の考

え方について

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし

溢水02
評価対象外とする溢
水防護対象設備の考

え方について

評価対象外の溢水防護対象設備のリスト追加

2. 没水影響評価について 2. 没水影響評価について

2.1 溢水源となる機器のリスト 溢水源となる機器のリスト 溢水源となる機器のリスト [補足溢水03]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水05
溢水源となる機器の

リスト
溢水源となる機器のリスト

2.2 溢水経路のモデル図 溢水経路のモデル図 溢水経路のモデル図 [補足溢水04]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし

溢水06
溢水経路のモデル図

溢水経路のモデル図

想定破損没水影響評価結果 [補足溢水05]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水11
想定破損により生じ

る没水影響評価
想定破損没水影響評価結果

消火水等による没水影響評価結果 [補足溢水06]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水12
消火水等の放水によ
り生じる没水影響評

価

消火水等による没水影響評価結果

地震に起因する溢水による没水影響評価結果 [補足溢水07]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水13
地震に起因する溢水
により生じる没水影

響評価

地震に起因する溢水による没水影響評価結果

3. 被水影響評価について 3. 被水影響評価について

3.1 被水影響評価結果 被水影響評価 被水影響評価結果 [補足溢水08]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水20
被水影響評価

被水影響評価結果

4. 蒸気影響評価について 4. 蒸気影響評価について

蒸気影響評価結果 [補足溢水09]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水22
蒸気影響評価結果

蒸気影響評価結果

記載概要
申請回次

東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料
補足説明

すべき事項

2.4 想定破損により生じる没水影響評価結
果(設計基準対象施設)

想定破損により生じる没水影響評価

評価対象外とする溢水防護対象設備の考
え方について

1.2 溢水防護対象設備の選定について

4.2 蒸気影響評価結果(設計基準対象施設) 蒸気影響評価結果

2.7 消火水の放水により生じる没水影響評
価結果(設計基準対象施設)

消火水等の放水により生じる没水影響評
価

2.10 地震に起因する溢水により生じる没
水影響評価(設計基準対象施設)

地震に起因する溢水により生じる没水影
響評価
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料

補足説明
すべき事項

5. 想定破損による溢水影響評価について

5.1 高エネルギー配管の応力評価 配管の応力評価 配管の応力評価に用いる許容応力 [補足溢水10]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし

溢水35
配管の応力評価

配管の応力評価に用いる許容応力

高エネルギ配管における貫通クラックの考え方
[補足溢水11]

－
(次回以降)

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし

溢水36
高エネルギ配管にお
ける貫通クラックに

ついて

高エネルギ配管における貫通クラックの考え方

5.4 減肉等による評価について 応力評価により破損を想定しない配管の管理について [補足溢水12]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし

溢水37
応力評価により破損
を想定しない配管の

管理について

応力評価により破損を想定しない配管の管理について

想定破損評価に用いる溢水量の算定方法及び溢水量の算
定結果 [補足溢水13]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水07
想定破損評価に用い
る溢水量の算定につ

いて

想定破損評価に用いる溢水量の算定方法及び溢水量の算
定結果

GOTHICコードの妥当性について
[補足溢水14]

－
(次回以降)

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし
溢水24

GOTHICコードの妥当
性について

GOTHICコードの妥当性について

破損配管からの蒸気噴流の影響範囲及び影響範囲内に設
置されている設備のリスト [補足溢水15]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。
溢水26

破損配管からの蒸気
噴流の影響について

破損配管からの蒸気噴流の影響範囲及び影響範囲内に設
置されている設備のリスト

蒸気拡散解析の結果例 蒸気拡散解析の結果例 [補足溢水16]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水23
蒸気拡散解析の結果

例
蒸気拡散解析の結果例

5.11 蒸気曝露試験について 蒸気曝露試験について
蒸気曝露試験及び机上評価の方法と結果例

[補足溢水17]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水25
蒸気曝露試験につい

て
蒸気曝露試験及び机上評価の方法と結果例

小規模の蒸気漏えい時の影響評価
[補足溢水18]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水27
蒸気漏えい量が少な
い場合における影響

評価

小規模の蒸気漏えい時の影響評価

5. 想定破損による溢水影響評価について

5.5 想定破損評価に用いる溢水量の算定に
ついて

想定破損評価に用いる溢水量の算定につ
いて

5.3 高エネルギー配管における貫通クラッ
クについて

高エネルギ配管における貫通クラックに
ついて

応力評価により破損を想定しない配管の
管理について

5.12 蒸気漏えい量が少ない場合における
影響評価

蒸気漏えい量が少ない場合における影響
評価

6. 消火水の放水による溢水影響評価につい
て

6. 消火水等の放水による溢水影響評価に
ついて

5.9 破損配管からの蒸気噴流の影響につい
て

破損配管からの蒸気噴流の影響について

5.10 蒸気拡散解析の結果例

7. 地震起因による溢水影響評価について

5.7 ＧＯＴＨＩＣコードの妥当性について GOTHICコードの妥当性について

7. 地震起因による溢水影響評価について
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料

補足説明
すべき事項

耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容
[補足溢水19]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水32
耐震B，Cクラス機器
の耐震工事の内容

(個別機器)

耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量
の算出方法及び結果 [補足溢水20]

－
(次回以降)

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし

溢水08
燃料貯蔵プール・

ピット等のスロッシ
ングによる溢水量の

算出

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量
の算出方法及び結果

屋外タンク等の溢水による溢水防護建屋の影響評価結果
方法及び結果

[補足溢水21]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水30
屋外タンク等の溢水
による溢水防護建屋

の影響評価結果

屋外タンク等の溢水による溢水防護建屋の影響評価結果
方法及び結果

8.4 地下水による影響評価 地下水による影響評価結果 [補足溢水22]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水29
地下水による影響評

価について
地下水による影響評価結果

その他の漏えい事象に対する確認 [補足溢水23]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水28
その他の漏えい事象
に対する確認につい

て

その他の漏えい事象に対する確認

9. 全般

溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さについて [補足溢水24]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし

溢水10
溢水防護区画ごとに
おける機能喪失高さ

について

溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さについて

没水影響評価における床勾配の考慮について説明
[補足溢水25]

－
(次回以降)

第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし
溢水14

没水影響評価におけ
る床勾配について

没水影響評価における床勾配の考慮について説明

9.5 浸水防護施設の止水性について
溢水防護設備の止水性について説明

[補足溢水26]
－

(次回以降)
防護対策に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水15
溢水防護設備の止水

性について
溢水防護設備の止水性について説明

9.7 経年劣化事象と保全内容
経年劣化事象と保全内容の説明

[補足溢水27]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水38
経年劣化事象と保全

内容
経年劣化事象と保全内容の説明

開口床面部からの流出量の説明 [補足溢水28]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水16
流出を期待する床面

開口部について
開口床面部からの流出量の説明

9.3 没水影響評価における床勾配について

7.1 耐震B,Cクラス機器の耐震工事の内容
(個別機器)

耐震B，Cクラス機器の耐震工事の内容
(個別機器)

8. その他の溢水による溢水影響評価につい
て

8. その他の溢水による溢水影響評価につ
いて

7.3 使用済燃料プール等のスロッシングに
よる溢水量の算出

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシン
グによる溢水量の算出

8.5 その他の漏えい事象に対する確認につ
いて

その他の漏えい事象に対する確認につい
て

8.3 屋外タンク等の溢水による影響評価
屋外タンク等の溢水による溢水防護建屋
の影響評価結果

地下水による影響評価について

9.9 流下開口を考慮した没水高さについて 流出を期待する床面開口部について

溢水防護設備の止水性について

9. 全般

9.1 溢水防護区画ごとにおける機能喪失高
さ

溢水防護区画ごとにおける機能喪失高さ
について

経年劣化事象と保全内容

没水影響評価における床勾配について
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補足説明すべき項目の抽出
（第十二条 再処理施設内における溢水による損傷の防止）

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料

補足説明
すべき事項

溢水評価における確認内容について説明
[補足溢水29]

－
(次回以降)

評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。
溢水17

溢水評価における確
認内容について

溢水評価における確認内容について説明

溢水評価に用いる各項目の保守性と有効数字の処理の説
明

[補足溢水30]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし

溢水18
溢水評価に用いる各
項目の保守性と有効
数字の処理について

溢水評価に用いる各項目の保守性と有効数字の処理の説
明

9.13 現場操作の実施可能性について
溢水発生後の現場操作が必要な場合における実施可能性
について説明

[補足溢水31]
－

(次回以降)
第１回申請設備では溢水評価対象の設備なし

溢水39
現場確認における環

境想定について

溢水発生後の現場操作が必要な場合における実施可能性
について説明

貫通部止水処置の実施箇所について説明 [補足溢水32]
－

(次回以降)
防護対策に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水19
貫通部止水処置の実

施箇所について
貫通部止水処置の実施箇所について説明

燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を維持
するために必要な設備の扱いについて説明

[補足溢水33]

溢水04
燃料貯蔵プール・

ピット等の冷却及び
給水の機能を維持す
るために必要な設備

の扱いについて

燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給水の機能を維持
するために必要な設備の扱いについて説明

－ 第１回で全て説明されるため，追加事項なし。

安全冷却水B冷却塔の概略評価結果 [補足溢水34]
溢水03

安全冷却水B冷却塔
の概略評価結果

安全冷却水B冷却塔に対する溢水評価に係る概略評価結
果について説明

－ 第１回で全て説明されるため，追加事項なし。

溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震評価の内容 [補足溢水35]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水33
溢水源としない耐震
Ｂ，Ｃクラス機器の

耐震評価の内容

溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス機器の耐震評価の内容
について説明

溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス配管の耐震評価の内容 [補足溢水36]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水34
溢水源としない耐震
Ｂ，Ｃクラス配管の

耐震評価の内容

溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス配管の耐震評価の内容
について説明

屋外に設置する防護すべき設備の評価結果 [補足溢水37]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水31
屋外に設置する防護
すべき設備の評価結

果

屋外に設置する防護すべき設備の評価結果について説明

溢水防護板の防水試験について [補足溢水38]
－

(次回以降)
評価結果に係る記載内容のため第２回で示す。

溢水21
溢水防護板の防水試

験について
溢水防護板の防水試験について説明

－

－

現場確認における環境想定について

9.10 内部溢水影響評価における確認内容
について

溢水評価における確認内容について

9.11 内部溢水影響評価に用いる各項目の
保守性と有効数字の処理について

溢水評価に用いる各項目の保守性と有効
数字の処理について

安全冷却水B冷却塔の概略評価結果

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－
溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス配管の
耐震評価の内容

－
屋外に設置する防護すべき設備の評価結
果

溢水源としない耐震Ｂ，Ｃクラス機器の
耐震評価の内容

－ 溢水防護板の防水試験について

9.19 建屋内貫通部止水処置の実施箇所に
ついて

貫通部止水処置の実施箇所について

燃料貯蔵プール・ピット等の冷却及び給
水の機能を維持するために必要な設備の
扱いについて

－
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別紙６ 

変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 
変 更 前 変 更 後 

第1章 共通項目 

6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止 

6.1 溢水から防護する設備及び設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全機能を損なうおそれが

ある場合において，防護措置その他の適切な措置を講じることにより，溢水に対して安全機能を損な

わない設計とする。 

第1章 共通項目 

6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止 

変更なし 

ここで，安全機能を有する施設のうち，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する建物・

構築物，系統及び機器を溢水から防護する設備(以下「溢水防護対象設備」という。)とし，これらの

設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計(多重性又は多様性を有

する設備が同時にその安全機能を損なわない設計)とする。 

 

溢水防護対象設備以外の安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み

合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

また，上記の施設に対する損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理を行うことを保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計であることを確認するために，再処理施

設内において発生が想定される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」という。)する。 

また，溢水評価に当たっては，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要な

機器の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。 

 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行うことを保安規定に定め

て，管理する。 

 

6.2 考慮すべき溢水事象 

溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。 

(1) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水(以下「想定破損による溢

水」という。) 

(2) 再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水に

よる溢水(以下「消火水等の放水による溢水」という。) 

(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによ

り発生する溢水を含む。)(以下「地震起因による溢水」という。) 

(4) その他の要因(地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等)により生じる溢水(以下「その他の

溢水」という。) 

溢水源となり得る機器は，流体を内包する配管及び容器(塔，槽類を含む。)とし，設計図書(施工図

面等)及び必要に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ選定する。

なお，「7.3 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」の「7.3.1 漏えいによる影響を検討す

る化学薬品及び構成部材の抽出」に示す化学薬品についても，機器等に内包される液体であることを

踏まえ，ここで溢水源として想定する。 

 

【凡例】 

第 1回申請箇所を下線で示す。 
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6.3 溢水源及び溢水量の設定 

6.3.1 想定破損による溢水 

想定破損による溢水は，1系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流

体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として設定する。 

 

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネ

ルギ配管に分類する。 

 

配管の破損形状の想定に当たっては，高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配

管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック(以下「貫通クラッ

ク」という。)」を想定する。 

 

ただし，配管破損の想定に当たって，詳細な応力評価を実施する場合は，発生応力と許容応力

の比による応力評価の結果に基づく破損形状を想定する。 

高エネルギ配管については，ターミナルエンド部を除き，発生応力が許容応力の0.8倍を超える

場合は「完全全周破断」，0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」を想定し，0.4倍以下

であれば破損は 想定しない。 

また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍を超える場合は「貫通クラッ

ク」を想定し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。 

 

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないこ

とを確認するために継続的な肉厚管理を実施することを保安規定に定めて，管理する。 

 

溢水源として設定する配管の破損箇所は溢水防護対象設備への溢水の影響が も大きくなる

位置とし，溢水量は，異常の検知，事象の判断及び漏えい箇所の特定並びに現場又は中央制御室，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室からの隔離(運転員の状況確認及び隔離操作を含

む。)により漏えい停止するまでの時間を適切に考慮し，想定する破損箇所からの流出量と隔離後

の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。 

 

なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作することを保安規定に定めて，管

理する。 

 

6.3.2 消火水等の放水による溢水 

消火水等の放水による溢水は，溢水防護対象設備が設置されている建屋(以下「溢水防護建屋」

という。)内において，水を使用する消火設備である屋内消火栓及び水噴霧消火設備を溢水源とし

て設定する。その他，消火設備ではないが，消火活動に供する設備として，水を噴霧する連結散

水からの放水を溢水源として設定する。 

消火水等の放水による溢水量については，消火設備及び消火活動に供する設備からの単位時間

当たりの放水量と放水時間から設定する。 

 

6.3.3 地震起因による溢水 

(1) 再処理施設内に設置された機器の破損による溢水 

地震起因による溢水については，耐震Ｓクラス機器は基準地震動Ｓｓによる地震力によって破

損は生じないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震

性が確認されていない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する系統を溢水源として設定する。 
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変 更 前 変 更 後 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであっても基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性が確保され

るものについては，溢水源として設定しない。 

 

溢水量の算出に当たっては，溢水が生じるとした機器について，溢水防護対象設備への溢水の

影響が も大きくなるように評価する。 

 

溢水源となる系統については全保有水量を考慮した上で，流体を内包する機器のうち，基準地

震動Ｓｓによって破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し，その影響を評価する。

この場合において，溢水源となる配管は，破損形状を完全全周破断とし，溢水源となる容器は，

全保有水量を溢水量として設定する。 

 

(2) 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水 

燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水については，基準地震動Ｓｓによる地震

力により生じる燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる漏えい水を溢水源として設定す

る。 

 

また，燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水量については，基準地震動Ｓｓに

よる地震力により生じるスロッシングにより燃料貯蔵プール・ピット等の外への漏えい量から設

定する。 

 

6.3.4 その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内

にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水のような再処理施設への直接的な影響と，飛来物等による屋

外タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷(配管以外)，人的過誤及び誤作

動を想定し，各事象において溢水源及び溢水量を設定する。 

 

6.4 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水評価に当たっては，溢水防護区画を以下のとおり設定する。 

(1) 溢水防護対象設備が設置されている区画 

(2) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

(3) 運転員が，溢水が発生した区画を特定するためにアクセスする通路部又は必要により隔離等の操

作が必要な設備にアクセスする通路部 

 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画と

して設定する。 

溢水評価に当たっては，溢水の影響を受けて，溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある

高さ(以下「機能喪失高さ」という。)及び溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況

を踏まえ，溢水防護区画内の水位が も高くなるように，より厳しい結果を与える溢水経路を設定す

る。 

 

また，消火活動により区画の防水扉及び水密扉を開放する場合は，開放した防水扉及び水密扉から

の消火水の伝播を考慮する。 

 

防水扉及び水密扉については，扉の閉止運用を保安規定に定めて，管理する。  
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6.5 溢水防護建屋内で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 

6.5.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源から発生する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対

し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。 

また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の

流入を防止する対策並びに緊急遮断弁の設置及び漏えい検知器の設置による溢水量を低減する

対策により，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，緊急遮断弁等の溢水防護設備の設計方針については，

第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

6.5.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水等による被水並びに

天井面の開口部又は貫通部からの被水に対し，影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設備が安

全機能を損なわないことを評価する。 

また，被水の影響を受けないよう保護構造を有する設計，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉等の設置による溢水防護区画外で発生した溢水の流入を防止する対策及び溢水防護板の設置

による発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する対策により，溢水防護対象設備が被

水により安全機能を損なわない設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，溢水防護板等の溢水防護設備の設計方針については，

第 2章 個別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

 

消火水等の放水による溢水に対しては，溢水防護対象設備が設置されている溢水防護区画にお

いて固定式消火設備等の水を用いない消火手段を採用することにより，被水の影響が発生しない

設計とする。 

 

なお，水を用いる消火活動を行う場合には，水を用いる消火活動による被水の影響を 小限に

止めるため，溢水防護対象設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用及

び留意事項として保安規定に定めて，管理する。  

 

6.5.3 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

想定した溢水源からの漏えい蒸気の直接噴出及び拡散による影響を確認するために，空調条件

や解析区画を設定して実施した解析結果を踏まえ，蒸気曝露試験又は机上評価により溢水防護対

象設備の健全性を確認することで，蒸気の影響により安全機能を損なわないことを評価する。 

また，壁，扉等の設置による溢水防護区画外からの漏えい蒸気の流入を防止する対策，自動で

漏えい蒸気を隔離する自動検知・遠隔隔離システムの設置及びターミナルエンド防護カバーの設

置による漏えい蒸気量を低減する対策並びに蒸気防護板による漏えい蒸気の溢水防護対象設備

への曝露を防止する対策により，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわない設

計とする。 
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自動検知・遠隔隔離システム，蒸気防護板等の溢水防護設備の設計方針については，第 2章 個

別項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

 

6.5.4 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する溢水評価及び防護設計方針 

基準地震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシングにより，燃料貯蔵プール・ピット等

の外へ漏えいする溢水量を三次元流動解析により評価する。 

その際，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に止水板及び蓋を設置することにより溢水量を低減

する設計とする。 

 

算出した溢水量からスロッシング後の燃料貯蔵プール・ピット等の水位低下を考慮しても，燃

料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確保されるこ

とを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計とす

る。 

 

6.6 屋外で発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方針 

6.6.1 溢水防護建屋に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画に流入しないことを評価する。 

また，屋外で発生を想定する溢水に対しては，屋外で発生を想定する溢水による影響を評価す

る上で期待する範囲を境界とした溢水防護建屋内への流入を壁(貫通部止水処置を含む。)，防水

扉等により防止する設計とすることにより，建屋内の溢水防護対象設備が安全機能を損なわない

設計とする。 

壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉等の溢水防護設備の設計方針については，第 2章 個別

項目の「7.3.5 溢水防護設備」に示す。 

 

6.6.2 屋外の溢水防護対象設備に対する溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水により，屋外の溢水防護対象設備が安全機能を損なわないことを評

価する。 

また，屋外の溢水防護対象設備のうち，溢水の影響を受けるおそれのある部位に対して，溢水

水位を上回る機能喪失高さを確保すること，保護構造を有すること及び机上評価にて健全性を確

認することにより，屋外の溢水防護対象設備が没水，被水及び蒸気の影響を受けて，安全機能を

損なわない設計とする。 

 

 

第2章 個別項目  

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.5 溢水防護設備 

溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項目の「2. 地盤」，「3.

 自然現象等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の

防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に対す

る要求」に基づくものとする。 

第2章 個別項目  

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.5 溢水防護設備 

溢水防護設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項目の「2. 地盤」，「3.

 自然現象等」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の

防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に対す

る要求」に基づくものとする。 
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安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を

損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，

再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水に

よる溢水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，

溢水防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維

持できる設計とする。 

(再処理施設に設置する溢水防護設備及びその基本設計方針については，溢水防護設備の詳細

設計の対象となる申請書で示す。) 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水が発生した場合においても，安全機能を

損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損(地震起因を含む。)による溢水，

再処理施設内で生じる異常状態(火災を含む。)の拡大防止のために設置される系統からの放水に

よる溢水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合においても，

溢水防護設備により，溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維

持できる設計とする。 

溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止弁，溢水

防護板，自動検知・遠隔隔離システム，ターミナルエンド防護カバー，蒸気防護板，地震計，緊

急遮断弁，漏えい検知器，液位計，止水板及び蓋で構成し，以下の設計とすることにより，溢水

防護対象設備が溢水により安全機能を損なわない設計とする。 

 (1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン

逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえて流入防止対策を図ることにより，溢水防

護区画外の溢水に対して，流入を防止する設計とする。 

また，溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう設置する設

計とする。 

流入防止対策として設置する壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン

逆止弁並びに溢水防護対象設備周囲に設置する堰は，発生した溢水による水位や水圧に対して流

入防止機能が維持できる設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力等の溢水の要因とな

る事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が損なわれない設計とする。 

 (2) 溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護対象設備への被水を防止する設計とし，溢水防護対象

設備が被水により安全機能を損なわないよう設置する設計とする。 

溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用いて製作

し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計及び実機を想定した被水条件を考

慮しても当該機能を損なわないことを被水試験等により確認する設計とする。 

 

 (3) 自動検知・遠隔隔離システム(温度検出器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するため，蒸気の

漏えいを検知し，自動で漏えい蒸気を隔離する設計とする。 

溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号発信後10秒以内に自動隔離する設

計とする。 

また，自動検知・遠隔隔離システムだけでは溢水防護対象設備の健全性が確保されない場合に

は，破損想定箇所にターミナルエンド防護カバーを設置することで蒸気影響を軽減する設計とす

る。 
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別紙６ 

変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 
変 更 前 変 更 後 

 (4) 蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なわないよう，溢水防護対

象設備に対して設置する設計とする。 

蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件を考慮した耐蒸気性能を有する設計とする。 

蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸気配管の破

損により生じる環境温度及び圧力に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

 (5) 溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御建屋に設置す

る地震計からの信号で作動する又は弁の感震機構で作動することにより，他建屋から流入する系

統を隔離できる設計とし，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低減する設計とする。 

地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を有する設計とする。 

 (6) 漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生を検知し，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室からの手動遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計

とする。 

 (7) 止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピット等の周囲に設置することによりスロッシング水量を

低減し，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能が確

保されることを確認し，それらを用いることにより適切な水温及び遮蔽に必要な水位を維持でき

る設計とする。 

止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環境条件に対して，スロッシング水量を低減する性能が

損なわれない設計とする。 

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安規定に定めて，管理

する。 

 

溢水防護設備については，保守点検等の運用を適切に実施することを保安規定に定めて，管理

する。 
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